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令和2年1月SOB, 31日開催，実務協議会（冬季）

配布資料（民事局・行政局）

、

『民事 行政事件の現状と課題』■
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目次【運用改善編】
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（2）民事調停
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4倒産事件について

（1）倒産事件の将来的な事件増に備えた事務処理の合理化等

（2）管財人等の育成

ら民事執行事件について

（1）不動産執行事件

（2）執行官をめぐる状況

6地方裁判所の行政事件について

γ地方裁判所の国家賠償事件について

8労働関係事件について

（1）労働関係事件をめぐる動向と審理運営上の課題

く2）労働審判員に対する研修の実施

(3)；労働審判事件取扱支部の拡大

（4）適切な解決機関及び解決手続の選択の促進

（5）労働審判手続におけるテレビ会議の活用に向けた取組

g知的財産権関係民事事件について

（1）知的財産権関係民事事件をめぐる動向と審理運営上の課題

（2） 国際交流・情報発信

（3） ビジネス・コート

(注1）民事局所管事件に関する統計データ及び運用改善・法改正に関する議論の詳細等は, J

･NETポータルの『民事情報データベース」 （ミンフオ)に掲載しています。

(注2）行政局所管事件（行政事件，国家賠償事件，労働関係事件及び知的財産権関係事件）に

関する統計データ及び各種資料等については, J･ ･NETポータルの「行政・労働・知財

情報デ土夕ベース」 (G-desk)に掲載しています。
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1 民事訴訟手続のIT化について

民事訴訟手続のIT化については,平成SO年3月SO日に内閣官房の「裁

判手続等のIT化検討会」の検討結果が取りまとめられたことを受けて，公益

社団法人商事法務研究会に「民事裁判手続等IT化研究会」が設置され，同年

7月から昨年12月まで，民事訴訟手続をIT化した場合の法制的な問題点や

実務上生じ得る問題点の整理が進められていましたが，同月，報告書が取りま

とめられ公表されました。本年2月には，法制審議会への諮問が行われ， 4月

以降専門部会において民事訴訟法等の改正に向けた議論が行われる予定です。

民事訴訟手続のIT化の検討を進めるに当たっては，裁判所全体で幅広く意

見交換等をしていくことが必要であり，全国の下級裁判所51庁(東京高裁及

び地裁SO庁）に設置した検討体(PT)を中心に，現行法下でのITツール

（ウエブ会議等）を使った効果的な争点整理の在り方や, IT化後の在るべき

法制などについて検討を進めており，準備が整った地域のPTでは単位弁護士

会と模擬裁判を実施しています。今後のPTにおける取組の進め方などについ

ては， これまでのPTにおける検討の成果も踏まえて，昨年6月に，民事局参

事官事務連絡を発出しましたので，各PTには，引き続き，着実に検討を進め

ていただきたいと考えています｡

また，本年2月からは知財高裁及び高裁所在地の地裁本庁8庁の合計9庁で，

5月頃からは地裁本庁5庁（横浜， さいたま，千葉,京都，神戸）で， ウェブ

会議等のITツールを活用した争点整理の新たな運用が開始されます。これら

の庁における運用状況も踏まえながら，残る地裁本庁37庁についても，令和

2年度中には，新たな運用を開始することができるように環境整備を進めてい

るところです6

なお，民訴法132条の10第1項は） 「申立てその他の申述」につき最

高裁判所規則で定めるところにより電子情報処理組織を用いてすることができ

るものとし，インターネットを介して準備書面等の書類を電子的に提出するこ

とを法律上許容しています。そこで，現在はファクシミリや郵送により提出さ

れている準備書面等について，現行法下でのIT化の取組として,民訴法13

2条の10の枠組みを利用してインターネットを介して電子的に提出すること
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を許容するための検討を進めることとしています。電子提出の具体的な方法に

つきましては， 当事者の利便性の向上など様々な観点を踏まえた検討が必要と

なりますが，令和元年度の補正予算において，電子提出を実現するためのアプ

リケーションソフトの構築等に必要となる費用を計上することが認められまし

たので，令禾ﾛ3年度中の一部の庁での運用開始を目標として，検討を進めてい

くこととしています。

また，知的財産権関係訴訟手続についても，知的財産戦略本部による知的財

産推進計画zO19においてIT化の推進が期待されています。

民事訴訟手続のIT化の検討状況については, J ･NETポータルの民事情

報データベース（ミンフオ）に掲載するなど，様々な手段を通じて，随時情報

提供しています。 ，

2地方裁判所の民事事件について

（1）民事通常訴訟事件を取り巻く最近の状況

地方裁判所の民事訴訟事件の新受件数は，平成22年以降減少傾向が続い

た後，平成25年以降はおおむね横ばいに推移し，平成30年は前年と比

べて若干減少しました。また，既済事件の平均審理期間は,平成22年以降，

長期化傾向が続いており，実質的に争いのある事件では，特に争点・証拠整

理手続の期間が長期化しています。

ところで,近時は，社会情勢の変化，情報技術の進展，価値観の多様化等

を背景として,裁判所の判断が国民の社会経済活動に大きな影響を与える訴

訟が増え》裁判所の審理判断に対する国民の関心と期待は高まっています。

それに伴い，裁判の質についても，判断自体の適正さや手続保障のみなら

ず，理由の通用性や合理的な期間内での解決を求める声が強くなってい

るところです。 ．

(2)民事訴訟の審理運営の課題

民事訴訟の審理については，上記のとおり，平均審理期間（特に争点・証

拠整理期間）が長期化する傾向にあります。その原因としては，事件の複雑

困難化や弁護士の急激な増加等による裁判の担い手の変化も挙げられて来ま

したが，弁護士や高裁から,争点・証拠整理や人証調べ，和解等の実情に関

3



して厳しい指摘もあることに照らすと，裁判所も，民事訴訟法が志向する争

点中心型の審理を実現する上で果たすべき役割を十分に果たすことができて

いない面がある可能性も否定できません。

こうした審理判断の課題を踏まえ,裁判の質の更なる向上を図るためには，

部の内外でのコミュニケーションや議論を通じて，争点中心型の審理の基本

的な在り方及びその前提となる争点・証拠整理の目的，手法とは何かについ

て改めて裁判官の間で共通認識を醸成し，一人一人の裁判官が，担当する事

件の処理の枠を超え，審理運営の在り方を含む様々な課題を共有し，改善策

を模索するこ’とが必要かつ有効と考えられます。

これまでの協議会等における議論を踏まえると,争点中心型の審理を実現

し，紛争の実相を捉えた適切な事案の解決を図るためには，事案の終局判断

を見据えつつ争点･証拠整理の過程において裁判所と当事者との双方向的な

コミユニケーションをより活性化させることにより，早期に証拠（書証)に

も照らしながら争点を絞り込み，法的判断の枠組み等についての認識を共有

し，必要十分な人証について集中的な証拠調べを行うとともに，適正な紛争

解決のために積極的に禾ﾛ解勧試を行うこと等が求められているといえます。

もっとも， 口頭議論をどの段階でどのような形で行うのか,釈明権の行使や

証拠に基づく争点の絞り込みをどのような方法でどの程度行うのかといった

具体的な審理の在り方については,裁判官の間でかなりのばらつきがあると

の指摘もあるところです。民事訴訟の審理運営の改善を図るためには，改め

て争点・証拠整理の目的にまで立ち帰っ･た上でそれを意識しながら各裁判官

の訴訟観に即して審理運営がされていくものであることについて，裁判官の

間で理解や認識の共有を図る必要があると考えられます。

また，合議の充実。活用等により部の機能の活性化を図り，部や庁を越え

た裁判官同士の意見交換を充実させ，裁判官の間で民事訴訟の審理運営につ

いて議論を深める取組も行われてきたところです。この点につきましては，

司法研究「地方裁判所における民事訴訟の合議の在り方に関する研究」に詳

しいので，御参照ください。

IT化を契機とした民事訴訟の在り方の抜本的な見直し

－

(3)
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民事訴訟手続のIT化は，単にこれまでの手続にITツールを導入するの

では不十分であり， これを契機に民事訴訟の在り方全体の抜本的な見直しを

図る必要があると考えられるところです。 IT化を見据えた充実した審理運

営の実現に向けた議論においてはj上記(2)の取組を踏まえつつ，現行法規の

活用や訴訟指揮を通じた実務上の工夫について，改めてこれを検討し，課題

やそれを克服するための方法等について議論し，有用と思われるものを着実

に実践していくことが望まれます｡

以上このような取組への主体的，積極的な関与を促すためには，所長が，

部総括を中心とした各裁判官に対し，上からの押し付けにならないような形

で，裁判の質の更なる向上が必要であることやIT化の機会をとらえて上記

のような取組を行うことが有効であり，民事裁判官のやりがいにもつながる

ことについての理解を得られるよう，各部の実情を踏まえつつ，地道に働き

掛けを行うとともに，庁としての継続的な検討態勢の構築を支援するなどし

て取組を後押しすることが重要であると考えられます。

簡易裁判所の民事事件について3

(1)民事訴訟

簡易裁判所の民事訴訟の新受件数は，平成27年以降，微増が続いている

状態にあります。また，国民の意識の変化等を背景に本人訴訟の審理が難し

くなっていることに加え，交通損害賠償訴訟などの弁護士関与事件も増加し

ているため，簡易裁判所の事件処理は困難さを増しており，審理期間の長期

化等が指摘されています｡少額の紛争を簡易・迅速に解決するという簡易裁

判所本来の役割を十分に果たすためには，簡易裁判所が，民事訴訟法上の簡

易裁判所の訴訟手続に関する特貝ﾘの趣旨を生かした適切な審理を実現してい

く必要があることは当然として，地方裁判所の審理及び判決に慣れた弁護

士に対しても，簡易裁判所の在るべき審理運営を理解してもらうよう,各

地で弁護士会への働き掛けを実施することが重要であると考えられます。

特に，新受の増加傾向及び審理期間の長期化が顕著な交通損害賠償訴訟

については，司法研究報告書「簡易裁判所における交通損害賠償訴訟事件

の審理・判決に関する研究」において示された審理・判決モデルを実務に

5
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定着させるため，各庁において具体的な取組を進める必要があります。

(2)民事調停

簡易裁判所の民事調停事件の新受件数は緩やかな減少傾向が続いていると

ころ，民事調停が，紛争解決手段として適切に選択され，期待される役割を

果たしていくためには，利用者のニーズに応え,その満足を得られるよう，

調停運営の更なる改善を図っていく必要があります。各庁においては，近年，

公正かつ合理的な解決を求める利用者のニーズに応えるため，民事調停の機

能強化の取組が進められているところですがj民事調停は，公正かつ合理的

な解決を図り得るだけでなく，手続の簡易迅速性，非公開性，費用の低廉性，

傾聴と社会常識と．に基づく条理にかなった解決の可能性といった様々な利点

を有しており， これらに対する利用者のニーズも大きいと考えられることか

ら，機能強化の取組においても，調停主任と調停委員が充実した評議を実施

し，利用者のニーズや事案についての認識共有を図りつつ,多角的な観点か

らの検討を行い，単に法的観点を踏まえるだけでなく， これらの幅広いニー

ズにも十分配慮した調停運営を行っていくことが重要です｡

また，調停運営を支えるに足りる調停委員を安定的に確保していくため，

その任命や育成の在り方についても検討することが求められます。 さらに，

民事調停が紛争解決手段として適切に選択されるようにするためには，調停

協会とも連携しつつ，潜在的な利用者の動向等を踏まえ，紛争に巻き込まれ

た国民が相談を持ち込む窓口の担当者等に,民事調停の制度やその特長・利

点を十分に理解してもらうなど， より効果的な広報を継続的に展開すること
が必要です。

）地方裁判所と簡易裁判所の連携と役割分担

上記のとおり，現在,簡易裁判所においては，事件の困難化等に対応して，

いかに紛争解決機能の向上を図っていくかが課題となっていますが， これに

対応するためには,簡易裁判所による取組だけでは十分ではなく，簡易裁判

所と地方裁判所ｶﾐその役割分担を踏まえつつ,密接な連携を図ることによっ

てこそ，大きな成果を得られるものと考えられます。地方裁判所においては

簡易裁判所への関心が乏しくなりがちですが，地方裁判所の裁判官への十分

(3)
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な意識付けを行いつつ，地方裁判所と簡易裁判所との間で，具体的な課題の

解決に向けて継続的に意見交換を行うなどし，地簡裁連携の取組をより実効

性あるものとしていく必要があります。

例えば，改正債権法への対応等は，簡易裁判所単独で進めることは困難な

場合が多いため，その進め方も含めてj地方裁判所のサポーートが望まれます。

4倒産事件について

（1）倒産事件の将来的な事件増に備えた事務処理の合理化等

破産事件の新受件数はj平成28年以降， 自然人を債務者とする破産事件

を中心に増加傾向が続いています｡平均処理期間については，近年はほぼ横

ばいとなっており，順調な事件処理がうかがわれます。

また，再生事件の新受件数は，通常再生事件については平成20年以降，

年々減少しているものの, ･個人再生事件は平成27年以降，毎年10%を超

える割合で増加しています。開始決定までの平均処理期間については，個人

再生事件がその事件増に伴って若干長期化しているものの，全体としてはほ

ぼ横ばいとなっており，おおむね順調な事件処理がうかがわれます。

このように，破産事件や再生事件の処理状況は，全般的に比較的良好な状

況にあるといえますが，特に， 自然人を債務者とする破産事件や個人再生事

件についてはう今後も，新受件数の増加傾向が続くとの見方もあります｡

したがって，一層の事件増に備えて，各倒産事件における各種の事務の最

適化に向げた見直しを図る必要があるものと考えられます。 ．

(2)管財人等の育成

上記のとおり，破産事件の新受件数は増加傾向にあり）また，破産管財人

の選任率は高い水準を維持しています。今後の事件増の見込みや若手弁護士

の増加を踏まえると，若手の破産管財人の育成と管財人候補者の世代交代を

進める必要があることはもとより，複雑・困難事件に対応できる管財人候補

者を育成していくことも喫緊の課題であると考えられます。

加えて，通常再生事件に関与した経験のある弁護士が少なくなっており， 、

裁判所としても，監督委員等機関候補者の確保・育成を進めるとともに， 円

滑に事件処理できるようにノウハウの継承や運用改善を進めていくことも必
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要になります。

なお破産管財人等の選任に客観性と公平性が求められることはいうまで

もなく，万が一にも裁判所の選任が不当に偏っているとの誤解を受けぬよう，

選任の適正には常に留意することが求められます。

5民事執行事件について

（1）不動産執行事件

不動産執行事件の新受件数は,平成22年度以降減少しています。平均審

理期間は全国平均で8． 6か月と短縮されており，売却率も全国で約SOパ

ーセントと高い水準を維持しています。

このように,不動産執行事件の処理はおおむね順調に行われているところ

ですが，金融機関からは，不動産競売は価額や処理期間の面で利用しにくい

という意見もあり， このような利用者の意見を踏まえつつ，より迅速で質の

高い運用を不断に追求していくことが求められています。こうした観点から，

価額の面では，平成29年度の協議会において，競売市場修正率の見直しに

ついて議論され，各庁の取組や効果についての紹介がされました｡また，処

理期間の面では，民事執行法改正により暴力団排除の制度が設けられ，その

ままでは処理期間の長期化が避けられないことから，平成30年度の協議会

及び令和元年度の事務打合せにおいて，そのことも踏まえて処理期間を短縮

するための取組等の協議が行われました。処理期間の短縮化については，個

々の手続の短縮化という観点にとどまらず,手続全体の最適化という観点か

ら検討することが必要であると考えられます。

(2)執行官をめぐる状況

ア指導監督の充実

執行官は，独立かつ単独制の司法機関であり，職務のほとんどが庁舎外

で行われることから，不適切な事務処理に陥りやすい面があり，近時もそ

うした不適切処理がなお散見されます｡適正な事務処理の確保は，第一次

的には各執行官及び総括執行官の責任ですが，監督官等にも監督責任があ

ることはいうまでもなくウ過去の過誤事例を見ると，監督官等が十分な関

心を払っていれば防止できた例が少なくありません。
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加えて，近時，執行事件の減少に伴って執行官数は大幅に減少しており，

1人配置や無配置の支部も増加して,執行官室内部の相互研鎖や相互監視

も利きにくい状況になっています。 さらには，外部採用者が増加しており，

公務員倫理や裁判事務の習熟度合いにも差が生じています。このような状

況を踏まえ， 日常の指導監督の充実強化(例えば,総括執行官等による記

録査閲や監督官等と総括執行官との定期的なミーティングの実施など） ，

特に年2回の事務査察での適切な重点査察事項の選定，過誤や不正が生じ

やすい部分の重点的な点検及び増加する外部採用者の育成や日常の指導に

ついても，監督官等の積極的な関与が求められています。

イ引渡実施及び解放実施

執行官による国内の子の引渡し（引渡実施)及び国際的な子の返還（解

放実施）については，国内外での関心が非常に高い一方，執行不能で終局

する事例が多いことから，その実効性を高めることが強く求められており

ます。 このような中でj民事執行法等の一部が改正され，国内の子の引渡

しの強制執行に関する規律の明確化と国際的な子の返還の強制執行に関す

る規律の見直しが行われたことからすると，執行官が子の心身への影響に

配慮しつつ， 円滑かつ確実に引渡実施及び解放実施を行うことができるよ

うにするための態勢を整えることがより一層重要となります。すなわち，

執行官が，債権者，家庭裁判所,･外務省，監督官等と綿密な打合せをして

事前準備を行うとともに，児童心理の専門家の適切な関与を得られるよう

にする仕組み作りや,執行官のスキルアップのための研修等の充実が必要

となっています6

地方裁判所の行政事件について

地方裁判所における行政訴訟事件の新受件数は，平成18年以降, 2000

6

件を超える水準で推移してきましたが,平成SO年はこれを下回る水準にとど

まりました｡もっとも，国民の権利意識の高まりや法曹人口の増大,行政活動

の複雑多様化等を背景に，新受件数は今後も高い水準で推移していくことが見

込まれます｡また，近年は,事件の内容が一層複雑困難化していることや，い

わゆる多庁係属型訴訟（事実上又は法律上の争点が同一であり，複数の裁判所
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に提起されている訴訟など）が増加していることも指摘できます。これらを背

景として，審理期間が2年を超える長期未済事件の割合は増加しつつあります。

行政訴訟事件は，訴訟法上，複雑な訴訟類型が存在するだけでなく，事実関

係の存否よりも詳細な法令や行政基準からなる行政実体法規の解釈が争点とな

ることが多いという特徴があるところ，裁判所が争点を的確に把握して当事者

の主張を適切に整理した上で，通用力の高い妥当な判断をするためには，行政

活動やその背景となる社会経済活動の実像を把握しつつ,関係法令の構造を踏

まえた法解釈を行うことが肝要です。このような観点から,裁判所は，当事者

に適切に主張立証を促すとともに， 自らも関連する判例，学説を調査するなど

して合議の充実を図り，判断の質を一層高めていくことが求められます。

こうした観点から,近時は，審理運営上の課題や工夫等について，部や庁を

超えて裁判官同士の意見交換を充実させる取組も進められています。

フ地方裁判所の国家賠償事件について

地方裁判所を第一審とする国家賠償事件の新受件数は，平成27年以降増加

基調にあります。多庁係属型訴訟が増加しているほか，事件類型別に見ると，

その4割前後をB型肝炎訴訟が占めています。B型肝炎訴訟は， 1件当たりの

原告数も複数に上るものが多いことから, ･今後も未済事件数は高い水準で推移

し,審理期間も長期化することが懸念されます。今後も提訴動向を注視しつつ，

個々の事件について，適正迅速な解決が図られるよう事務処理上の工夫の集積

や共有を図る必要があると考えられます。

s労働関係事件について

（1）労働関係事件をめぐる動向と審理運営上の課題

地方裁判所における労働関係民事訴訟事件についてはj新受件数が平成2

1年に急増して以降, . SOOO件を超える高水準のまま推移する中，未済件

数が年々増加し，平均審理期間も長期化しています｡･また，近時の割増賃金

請求事件の増加や，事件の複雑･困難化等の傾向にも対応する必要がありま

す。労働審判制度については，制度開始以来，概ね順調に運用され，終局事

件全体の約7割で調停が成立し， これに労働審判が確定したものを合わせる

と8割弱が最終的な解決に至っている一方で，近時は新受件数が3000件
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を超える高水準で推移し，制度開始当初に比べて幅広い事案が申し立てられ

るようになっているなどの事情がうかがわれます。

こうした課題に適切に対応するため，各庁における審理運営上の工夫等を

共有する機会がより多く設けられるなど，各種の取組が行われています。

各庁においては，引き続き，その実情に応じて労働関係事件を適正迅速に

処理するための取組を進める必要があると考えられます。

(2)労働審判員に対する研修の実施

労働審判手続の担い手である労働審判員については，その資質・能力の向

上を図るために適切な研修が実施される必要があります。このような観点か

ら，各庁において，毎年，新たに任命された労働審判員を対象とする「労働

審判員研修会」及び全労働審判員を対象とする「労働審判員研究会」が開催

されています6これらの実施内容等について，各庁の実情や労働審判員の要

望等を踏まえた工夫がされているところであり，今後もこれらの充実化を図

っていくことが重要であると考えられます。

(3)労働審判事件取扱支部の拡大

労働審判事件は，全国の地裁本庁のほか，平成22年4月からは東京地裁

立川支部及び福岡地裁小倉支部において，平成29年4月からは静岡地裁浜

松支部,長野地裁松本支部及び広島地裁福山支部において取扱いが開始され，

順調に運用されています｡今後も，労働審判事件を支部で取り扱うかどうか

については，予想される労働審判事件数や本庁に移動するための所要時間等
， ‘ ・

の利便性を基本としつつ，事務処理態勢，労働審判事件の運用状況及び労働

審判員の安定的な確保等を含めた地域的事情を総合的に勘案して判断される

ことになります。

(4)適切な解決機関及び解決手続の選択の促進

労働関係事件の適正迅速な解決のためには, 当事者による適切な紛争解決

機関及び解決手続の選択を促す必要があります。そのためには裁判所におけ

る各手続の特徴を受付窓口で教示する方法を地裁・簡裁間で協議したり，弁

護士会や労働局との協議会等において各手続の特徴等について共通認識を持

つ機会を設けたりすることが有益であると考えられます。
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（5）労働審判手続におけるテレビ会議の活用に向けた取組

労働審判手続におけるテレビ会議の活用については，周知の取組を全地裁

において行っていただくようお願いしており，実際にテレビ会議の活用が着

実に進んでいます。また，実施状況の報告によると，テレビ会議の方法によ

る期日の実施が有用であったとの感想も多く聞かれています。各庁において

は， 当事者の利便性の向上等の観点から，引き続き，周知を行っていただき

たいと考えています。

g知的財産権関係民事事件について

（1）知的財産権関係民事事件をめぐる動向と審理運営上の課題

地方裁判所における知的財産権関係民事通常訴訟事件の新受件数は,概ね

500件程度で推移していますが，知財高裁における審決取消訴訟事件の新

受件数は，平成25年以降減少傾向にあります。

政府の知的財産戦略本部（本部長‘内閣総理大臣）による知的財産推進計

画2019においては，特許法等改正に伴う査証制度及び損害賠償額算定方

｝法の適切な運用並びに海外へ向けた知財関係裁判例など知財紛争処理に関す

る情報発信の充実が期待されています｡

(2) 国際交流・情報発信

経済活動のグローバル化に伴う知財紛争の国際化に対応するため，裁判官

の国際会議への出席や海外からの訪問者の受け入れを行っています。こうし

た国際化の要請への取組の一環として，平成29年度から，裁判所が主体と

なり，法務省,特許庁などとも共催し，国際知財司法シンポジウムを開催し

・ており，令和元年度は，中国，韓国,インF,オーストラリア及びASEA

N諸国の裁判官等を招き，国際知財司法シンポジウム2019を9月25日

から27日まで開催しました。

また,知財高裁ウェプサイトを中心として知財訴訟の判決（判決全文又は

要旨の英訳を含む。 ）等を公表するなど，各種情報の発信を行っています。

(3)ビジネス・コート

ヘ令和4年頃には，東京高地裁中目黒分室（仮称）に，知財高裁や東京地裁

の知財部等， ビジネス関係の訴訟や倒産事件を専門的に扱う部門を集約して
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移転する計画であり，準備を進めています。
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1 民事関係の法改正等について

（1）民事執行法等改正の動向

「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に

関する法律の一部を改正する法律」が昨年5月17日に公布されました。

その主な改正項目は，①債務者財産の開示制度の実効性の向上，②不動産

競売における暴力団員の買受け防止の方策，③国内の子の引渡しの強制執行

に関する規律の明確化及び国際的な子の返還の強制執行に関する規律の見直

し，④債権執行事件の終了をめぐる規律の見直し,⑤差押禁止債権をめぐる

規律の見直しです。

また, これを受けて，民事執行規則等の一部を改正する規貝ﾘが昨年1’月

27日に公布されました。

この法律及び規則は，本年4月1日から施行されます。

(2)所有者不明土地問題について

所有者不明土地に関わる問題については，平成30年6月に「所有者不明

土地等対策の推進に関する基本方針」が公表され，土地所有に関する基本制

度や民事基本法制の見直し等の重要課題について令和2年までに必要な制度

改正を実現するという方針等が示されました。

これらを踏まえ， 「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」

が平成SO年11月15日から施行されています｡この法律により，民法の

特例として，国又は地方自治体の長が不在者財産管理人及び相続財産管理人

の選任の申立てをすることができるものとされました。

また， 「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律」が

昨年5月24日に公布されました。この法律により，不動産登記簿の表題部

所有者欄の氏名等が正常に登記されていない土地について，登記官が職権で

調査を行って所有者を特定し，表題部所有者を改めるという制度,調査を行

っても所有者を特定することができない場合に裁判所が当該土地の管理者を

選任するという制度が設けられることとなります。この法律のうち登記官に

よる所有者の探索等に関する規定は，昨年’’月22日から施行されました。

裁判所による管理者の選任等に関する規定は，本年11月1日から施行され
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さらに，昨年2月14日，法制審議会総会において，民法及び不動産登記

法の改正につき諮問がされ（諮問第107号) ，同年3月から法制審議会民

法・不動産登記法部会において,①相続登記の申請の義務化,②土地所有権

の放棄，③遺産分割の期間制限，④共有制度の見直し，⑤財産管理制度の見

直し，⑥相隣関係規定の見直し等について，調査・審議が行われており，本

年1月に中間試案が公表され，現在，パブリツク・コメント手続が行われて

おります。

(3)会社法改正の動向

:｢会社法の一部を扱正する法律｣が昨年’2月’’日に公布されました。

その主な改正項目は，株主総会に関する規律の見直し，取締役等に関する

規律の見直し，社債の管理等に関する規律の見直し等です。

この法律は,一部の規定を除き,公布の日から起算して1年6月を超えな

い範囲内において政令で定める日から施行されます。

(4)公益信託法改正の動向

法制審議会信託法部会における調査・審議を経て，昨年2月14日の法制

審議会総会において要綱が決定され，法務大臣に答申されました。

その主な改正項目は，信託事務・信託財産の範囲の拡大,受託者の範囲の

拡大, ･主務官庁制の廃止であり,民事非訟事件として，受託者及び信託管理

人の選任・解任，信託の変更命令等の信託法上の手続と同様の手続が設けら

れる見込みです。

(5) その他

上記のほか, タンカー油に係る損害賠償責任の制限に加えて，燃料油や難

破物除去損害についても責任制限手続を設けることを内容とする船舶油濁等

損害賠償保障法の改正がなされ，昨年5月31日に公布されたことに伴って，

同法の委任を受けて責任制限手続を定めた最高裁規則である船舶油濁損害賠

償責任制限事件等手続規則の改正がなされ，昨年11月27日に公布されま

した。

施行前の改正法としては，民法（債権法）の改正法が本年4月1日から，
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一部の規定を除いて施行されるほか，民法（成年年齢の引下げ）の改正法の

施行も令和4年4月1日に予定されています。

2行政法関係の法改正について

地方公共団体の長等の地方公共団体に対する損害賠償責任について，賠償責

任額を限定してそれ以上の額を免責する旨を条例において定めることを可能に

することなどを内容とする｢地方自治法等の一部を改正する法律」が，一部の

規定を除き，本年4月1日から施行されます。

3国家賠償事件に関する法改正等について

（1） 旧優生保護法下で行われた優生手術等に関する救済法について

旧優生保護法下で優生手術等を受けた者に対し,一律の一時金を支給する

こと等を内容とする「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する

一時金の支給等に関する法律」が昨年4月24日に成立し，同日公布・施行

されました。

（2）ハンセン病元患者家族に対する補償法等について

ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等について定めた「ハンセン

病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律｣及び名誉の回復，福祉

の増進等の規定の対象にハンセン病の患者であった者等の家族を加えるごと

等を内容とする「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正す

る法律」が，いずれも昨年11月15日に成立し，同月22日に公布・施行

されました。

4労働法関係の法改正等について

（1）働き方改革実行計画を踏まえた法整備について

｢働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が平成SO

年7月6日に公布されました。同法は，①時間外労働の上限規制の導入，②

高度プロブェッシヨナル制度の創設，③正規雇用労働者と非正規雇用労働者

の間の不合理な待遇差の是正等を主な内容とするものであり，一部の規定は

既に施行され，今後も段階的に施行される予定です。

(2)パワーハラスメント防止対策等について

パワーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務（相談体
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制の整備等）を新設することなどを内容とする「女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律等の＝部を改正する法律」が昨年6月5日に公布され

ました。一部の規定を除き，本年6月1日から施行されます。

(3)賃金債権等に係る消滅時効の見直しについて

民法が改正され,職業別の短期消滅時効が廃止されたことなどを踏まえて，

厚生労働省に設置された「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」

において，法的論点を整理した報告書が昨年7月に取りまとめられました。

現在，同報告書を受けて，労働政策審議会において検討が行われています。

(4)解雇無効時の金銭救済制度について

厚生労働省に設置された「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り

方に関する検討会」が平成29年5月に取りまとめた報告書等を受けて，平

成30年6月から同省において, ． 「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術

的論点に関する検討会」が開催されています6

知的財産権関係の法改正について

'1）特許法改正の動向

ア特許法の改正

書類提出命令の必要性判断におけるインカメラ手続の導入と同手続への

専門委員の関与を可能とする特許法改正法（実用新案法，意匠法，商標法

に準用，不正競争防止法は同様の改正）が；昨年7月1日から施行されま

した。

また，特許権の侵害の可能性が高い場合に，裁判所が選定する中立な技

術専門家が被疑侵害者の工場等に立ち入り，特許権の侵害立証に必要な調

査を行い，裁判所に報告書を提出する査証制度の創設や損害賠償額算定方

法の見直し等を内容とする「特許法等の一部を改正する法律」が,昨年5

月17日に公布され，一部の規定を除き,本年4月1日から施行されます。

査証制度に関する規定については，公布の日から起算して1年6月を超え

ない範囲内において政令で定める日から施行するとされていますが，現時

点では,施行日は定められていません。

イ民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議等

(1)

5
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昨年4月に内閣総理大臣補佐官を議長として「民事司法制度改革推進に

関する関係府省庁連絡会議｣が設置され，法務省，知的財産戦略推進事務

局,特許庁などの関係府省庁が構成員として，最高裁判所と日弁連はオブ

ザーバーとして， これに参加しています｡具体的な議論については，上記

連絡会議の下に設置された幹事会（議長：内閣官房審議官）の下で行われ

ており，知財司法関係では，①二段階訴訟制度の導入，②損害賠償制度の

見直しとして懲罰的賠償や利益吐き出し請求権，③アミカスブリーフの導

入，④アトニーズ・アイズ・オンリーの導入,⑤訴訟費用の敗訴者負担制

度の導入，⑥知財調停の活用・充実，⑦知財高裁の大合議制度の拡大が論

点として挙げられています。

今後，産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会においてもj上

記①ないし⑤の論点について，議論が行われる見込みです。

(2)著作権法改正の動向

文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会において，漫画などの海

賊版サイトにインターネット利用者を誘導するリーチサイト対策の最終報告

が取りまとめられ，文化庁において，権利保護の実効性を確保するための差

止請求の制度などを盛り込んだ著作権法改正法案が検討されましたが，第1

98回通常国会への提出は見送られました。現在は， 「侵害コンテンツのダ：

ウンローF違法化の制度設計等に関する検討会」において，著作権を侵害す

るコンテンツのダウンロー膳違法化の制度設計等や，海賊版サイトにインタ

ーネシ『I､利用者を誘導す．るリーチサイト対策の在り方について検討が行われ

ています。
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6

令和元年度所長実務協議会（冬季）

事前配布資料

刑事裁判の現状と課題

裁判員裁判について

）裁判員裁判の現状

平成21年5月に施行された裁判員制度は，令和元年5月に10周年を迎

え， これを機に,最高裁判所事務総局から，裁判員制度の成果と課題につい

て, ｢裁判員制度10年の総括報告書」が公表されました(裁判員制度ウ土ブ

サイトに掲載)｡詳細は報告書に譲りますが,裁判員制度は，裁判員経験者の

95％以上の方が裁判員として参加したことはよい経験であったと回答する

など；これまでのところおおむね順調に運営されてきたと評価されています。

裁判所としては，その評価に満足することなく,裁判員制度はいまだ発展途

上にあるとの認識の下，制度導入当初から目指してきた核心司法や公判中心

主義などの在るべき刑事裁判の理念がどこまで実現できているか， これまで

の実績の積み重ねを通じて新たに浮かび上がってきた課題はないかといった

点について,絶えず検証し,改善に向けた努力を行うことが求められていま

す。そのためには,裁判官一人一人の意識の向上にとどまらず，具体的な素

材を基に,部内や高裁・地裁の裁判官との間など裁判所内での議論， さらに

は個々の裁判員裁判終了後などの機会を通じて．,法曹三者と率直な意見交換

や協議をより実質的,実践的なものとして充実させていくことが期待されま

す｡

1

(1)

(2)裁判員裁判の課題
0

ア公判前整理手続の長期化

ー町 ■ ロ

雪零1



公判前整理手続の長期化は，依然として大きな課題です。事件関係者の記

憶が鮮明なうちに法廷で直接話を聞くとともに，被告人の身柄拘束の無用の

長期化を防ぐためには，充実した公判前整理手続を合理的な期間内に終える

よう努めなければなりません。公判前整理手続の長期化の原因には，公判前

整理手続で整理すべき事項や程度など，公判前整理手続の基本的な在り方に

つき，法曹三者間で共通認識がないという点が挙げられますが, ､その解決の

ためには，法曹三者においてさらに議論を深めるこ:とが期待されています。

この関係では，平成3'0年10月に，司法研究「裁判員裁判において公判準

備に困難を来した事件に関する実証的研究」が報告書に取りまとめられ；公

判前整理手続の基本的な考・え方や，実務上の工夫等が紹介されています。

イ裁判員と裁判官との実質的協働

また評議においては,:裁判官が裁判員と協働すべき事項について，裁判
6 ‘

員の視点,感覚を的確に裁判内容に反映させるなど,裁判員と裁判官の実質

的な協働を実現すべく，在るべき評議の検討とその実践に向けた努力を続け

ていく必要があります。最近の研究会等では，裁判の内容に国民の視点・感

覚を十分に反映させていくに当たっては，裁判員と裁判官の実質的協働の観

点から，従来の判断枠組みを前提としつつ，その当てはめについて裁判員の

価値判断の範囲をより広く認めることや，それにと,どまらず，従前の判断枠

組みにとらわれず，事案に合った形で再構築することにも柔軟なス.タンスで

臨むことが必要と思われるとの指摘がされています｡ この関係では，令和元

年10月に外 ,司法研究「裁判員裁判と裁判官一裁判員との実質的な協働の実

現をめざして一｣が報告書に取りまとめられ，評議において実質的協働を阻

害する要因や改善策が紹介されています。

ウ裁判員の精神的負担への対応・安全確保

裁判員にとっては;刑事裁判への関与は非日常的な経験であり，それ自体

2
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が精神的な負担ともなり得るところです。特に，裁判員にとって重い精神的

負担どなるおそれが類型的に大きい遺体写真等のいわゆる刺激証拠の取扱

いについては, ‘裁判員の負担への配慮という面のみならず，要証事実は何で

あり，その要証事実は事案の核心とどのように関係するのか，他の証拠で代

替できないかを具体的に検討し，必要性が認められる範囲に限って採用する

という意識が高まっています。また，裁判員の安全確保については，最高裁

において, これに関して講じることが考えられる方策等を取りまとめて周知

し，各地裁においても，安全確保に関する方策を検討して実施しています｡

これらの問題は，事件を担当する裁判体の判断による対応に委ねられてい

る事項(裁判員の不調が窺える場合に休廷等の措置をとるかなど）と,庁と

しての組織的対応に委ねられている事項（休憩場所や医療的措置の手配，報

道対応など)とが密接に関係してくるものであり，裁判部門と司法行政部門

の緊密な連携が求められていることにも留意が必要となります。

工裁判員候補者の辞退率・出席率

裁判員制度施行以降，裁判員候補者の辞退率の上昇傾向，出席率の低下傾

向が続いていました。 このうち，出席率については，事前質問票が期限まで

に返送されなかった場合の書面での返送依頼など，各地裁において裁判員等

選任手続における運用上の工夫が実施され，平成30年以降は好転の兆しが

見られました。また，制度施行当初と比較して辞退率が高い水準となる傾向

は続いているものの， これまで裁判員の選任に具体的な支障が生じた例はな

いことも踏まえると，制度の安定的な運用に差し迫った影響を及ぼすレベル

には至っていないといえます。

もっとも，裁判員制度の円滑な運営を支えてきた最も基本的な要素の一つ

が，裁判員制度に対する国民の理解と協力であり，今後も国民の幅広い参加

を得るための努力を継続する必要があります。裁判員制度10周年を機に，

0
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各庁において様々な広報活動が実施されていますが，引き続き裁判官や協力

いただける裁判員経験者による出張講義等の裁判広報活動を積極的に行い，

裁判員経験者の声を広く届けるなどの地道な努力を続けてい《＜ことが求め

られています。

2その他の事件について

（1）裁判員裁判非対象事件について

裁判員裁判の議論,実践を通じた刑事裁判の構造変化は,裁判員裁判非対

象事件にも影響を及ぼすものと考えられます。裁判員非対象事件で必要に応

じて裁判員裁判のプラクテイスを活用するための方策などについて，各庁に

おける取組や現状のあい路を紹介しながち議論され，裁判員非対象事件にお

いても;事案に応じた形で法廷で心証を採る審理を行うべきであり，例えば

否認事件においては，必要に応じて争点及び証拠を整理すべきであるとの意

見が多く述べられるなどしています。

（2） 秘匿情報の管理及び逃走事故等の防止について

被害者・証人等特定事項の秘匿をはじめ，秘匿情報に対する配慮を必要と

する事件や逃走事故等の防止については,裁判部と事務局が連携し，庁全体

で適切な情報管理を行うことが不可欠です。各庁においては, ｡それぞれの実

情に応じた事務処理態勢が構築されていると思われますが， これまで見逃さ

れてきた問題点はないか,運用面での緩みはないか，裁判所において秘匿す

べき情報の範囲が相当なものとなっているかなどといった問題意識を常に持

ちながら，その態勢が機能しているかについて不断の検討が求められていま

す。なお,秘匿情報の管理の在り方については,昨年度も司法研修所及び裁

判所職員総合研修所においてそれぞれ取り上げられ，場面に応じて秘匿の趣

旨・目的を検討すること,その際は書記官任せにするのではなく，判断権者

である裁判官が主体的に関わることが重要であることなどといった議論がな
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されたところです。

（3）令状関係について

勾留請求や保釈請求に対する判断については，社会的な関心が高いところ

です。その審査の在り方についてはj これまでも,各庁において，現場の裁

判官同士が令状に関する研究の場を設けて議論を重ねたり,司法研修所にお

いて,裁判官を対象とした研究会で令状審査の在り方を取り上げ，裁判官同

士が議論する場を設けたりしてきたところですが,保釈の審査手続の在り方，

逃亡等防止担保のための適切な保釈条件の定め方などについては，令和2年

1月から2月にかけて行われる刑事事件担当裁判官協議会においても議論す

ることが予定されています｡令状事件や準抗告事件を担当する民事事件担当

裁判官，簡裁の裁判官も含め，今後もこのような議論を幅広く行うなどしな

がら，引き続き適正な事件処理に取り組んでいく必要があります。

S法律の改正等で裁判所に関係のある主要なものについて

（1）裁判員法改正

平成27年に成立した:｢裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を

改正する法律」の附則に設けられた見直し規定に基づき，平成31年1月，

法務省内に裁判員制度の施行状況等に関する検討会が設置されました。裁判

所としては，同検討会の検討状況も注視しつつ， 引き続き，裁判員裁判の適

切な運用に努めることが重要となります。

（2） 刑事訴訟法等の改正

／ 「刑事訴訟法等の一部を改正する法律｣が平成28年6月3日に公布され，

昨年6周までに順次施行されました。改正法の内容は多岐にわたりますが，

主なものは次のとおりです｡

： 。裁量保釈の判断に当たっての考慮事項の明確化

・通信傍受の対象犯罪の拡大,通信傍受手続の合理化・効率化

5



・証拠の一覧表の交付制度の導入

・公判前整理手続の請求権を当事者に付与

・類型証拠開示の対象の拡大

・証人の氏名・住居の開示に係る措置の導入

・公開の法廷における証人の氏名等の秘匿措置の導入

・捜査・公判協力型協議・合意制度,刑事免責制度の導入

・被疑者国選弁護制度の対象事件の拡充：

・ビデオリンク方式による証人尋問を同一構内以外の場所に拡充

・取調べの録音・録画制度

(3) 性犯罪に関する刑法の一部改正

平成29年7．月13日から， 「刑法の一部を改正する法律」 （平成29年法

律第72号）が施行されています｡同法は，強姦罪の構成要件を改めるとと

もに法定刑の下限を引き上げて強制性交等罪とし，また§監護者性交等罪を

新設するなどの罰則整備を行い， さらに，強姦罪等を非親告罪とすることな

どを内容とするものです。また，衆議院及び参議院の各法務委員会において

は,①裁判官に対して，性犯罪に直面した被害者の心理等について心理学的・

精神医学的知見等を踏まえた研修を行うこと,②性犯罪に係る刑事事件の捜

査及び公判の過程において二次被害の防止に努めること等を内容とした附帯

決議がなされています。

今回の改正は，内容が多岐に渡るほか，附則9条において，政府は，施行

後3年を目処として，改正後の規定の施行の状況等を勘案し,性犯罪に係る

事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え，必

要があると認められるときは，その結果に基づいて所要の措置を講ずるもの

とされていることもあり,社会の関心も極めて高く，裁判所としても適切な

運用が求められているといえます。そこで，性犯罪被害者の心理等を理解す

6
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るための資料として,平成30年3月に，それまでの司法研修所の研究会に

おける専門家の講演録等を取りまとめた「性犯罪被害者の心理等に関する参

考資料｣ （刑事裁判資料第291号）が各庁に配布されました｡さらに，昨年

10月の司法研修所における研究会において議論が行われるとともに，令和

2年1月から2月にかけて行われる刑事事件担当裁判官協議会においても議

論することが予定されています。

(4)成年年齢の引下げに関する議論状況

公職選挙法改正により選挙権を有する年齢が引き下げられたことなどを踏

まえ，平成29年3月からは，法制審議会少年法・刑事法（少年年齢･犯罪者

処遇関係）部会において審議が行われています。法制審議会では，単に少年

法の適用年齢を18歳に引き下げるだけではなく，刑事司法全般において，

若年者をいかに取り扱うべきかという観点から，ｰ定の若年者に対し，刑事

処分と保護的な措置の両方をとり得るような制度の在り方等に関する議論が

されており，刑事裁判実務にも大きく影響し得るところです。

なお法制審議会における議論の状況については，法務省のウ土ブサイト

において公開されています。

以上

(一
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～令和元年10肩東･蓮報丁

表1 罪名別の新受人員の推移

(注) l 延べ人員である。

2 受理後の罰条の変更等により，裁判員溌判対象事件になったものを含まず，同事件に該当しなくなったものは含む．

3 1遡の起訴状で複数の罪名の異なる裁判員裁判対象事件が起訴された場合は，法定刑の最も重い罪名に計_こした。

4未遂処罰規定のある罪名については，未遂のものを含む。

5 『 （準）強制わいせつ致死傷」は，監護者わいせつ致死傷を含む。

6 「 （準）強制性交等致死傷」は，監護者性交等致死傷及び平成29年法律第72号による改正前の､(準）強姦致死傷を含む。

7 職盗・強制性交等lは， 平成29年法箆第72号による改正前の強盗強姦を含む。

8 『危険運転致死」は，平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2及び自動巾の運転により人を死傷させる行為等

の処罰に関する法律2条に規定する罪である。

9 「銃刀法jは， 「銃砲刀剣類所持等取締法』の略である。

IO 「組織的犯罪処罰法」は， 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する怯律」の略である，

ll 「麻薬特例法」は， 「国際的な協力の~fに規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精

神蕊取締法等の特例等に関する法律lの略である．

l2 「麻薬取締法」は， 「麻薬及び|句緋|'薬取締法jの|ﾘ§である。

13裁判員澱判に関する事務を取り扱う支部以外の支部に起訴された人員を除く。

l4速報値である。
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行~令和元年10貞茉言蓮覇一

表2庁別の新受人員,終局人員及び未済人員の推移
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行~令和元年1面蕨言蓮報丁．－

(注) l 実人員である。

2裁判員裁判に関する事務を取り扱う支部以外の支關に起訴された人員を除く。

3訴因変更により洲員裁判対象事件となった事件は,訴因砿決定日ではなく，起訴日をもって新受桐の当繩所に計上した。

4裁判員法3条1項の除外決定があったものを除く

5概致である。

－3－
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行~令和元年1萌茉･蓮罰
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(注〉 1

2 「その他」は．免訴，公訴棄却．移送（少年法55条による家裁移送を除く。 ）等である。
3未遂処罰規定のある罪名については，未遂のものを含む。

4有罪（－部無罪を含む。 ）の賜合は処断罪名を．無罪．その他の場合は綻周時において当該事件について掲げられている翫因の罪名のうち．裁判員裁判対象率件の罪名
（裁判員裁判対象事件が複数あるときは，法定刑が最も過いもの）を，それぞれ計上した。

5起暁罪名と露定罪名が墨なる堀合や罰条の変更等の場合などにおいては．裁判良裁判対象郭件の罪名と異なる罪名で計上されることがある。
6薙鋼刑について，刑の一部執行猶予が言い漣された人員はない。

7 「麻薬特例法」は， 「国隙的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向鮒神蕊取締法等の特例等に間する法蹴」の略である
8 「危険迩転致死」は，平成25年法微爾66号による改正前の刑法208条の2及び自動車の逮転により人を死傷させる行為等の処罰に閥する法律に規定する.罪であ為。
9 「競刀法」は． 「銃砲刀剣類所持等取締法jの略である。

】0 「組織的犯罪処嗣法」は． 「組織的な犯罪の処罰及び犯卵収益の規制等に関する法律jの路である。
】1． 「麻薬取締法」は， 「麻薬及び向鯆神莱取締法」の略である。

12 「海賊行為処罰法」は， 「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」の略である。

13 「過失運転致死」は，平成25年法他第86号による改正閥の刑法211条2項及び自動車の迎転により人を死偶させる行為等の処罰に閥する怯徳に規定する罪である。
14 「危険運転致隅」は， 自動車の趣伝により人を死賜させる行為等の処罰に関する法揮に規定する罪である。
15裁判員法3条1項の除外決定があったものを除く．

16裁判員裁判に閏する事満を取り扱う支部以外の支部に起訴され， 当該支部の管轄区域を取扱区域とする本庁又は支部に回付された人貝を除く
17速報値である。
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～令和元年10月末･速報）

表4裁判員候補者名簿記載者数，各段階における裁判員候補者数及び選任された裁判員・

補充裁判員の数の推移

(注) 1 Iｲ」は刑事局の集計結果であり，平成29年以降は,実際には裁判員侯補者に通ばれない18歳及び19歳の者が含まれる。なお， 】8歳及び19歳の者について
は,名簿調製後直ちに消除されるため「ﾊ」には含まれない。

2 「八jないし「ｦ」は砥ぺ人員であり，速報値である，

3 「二j及び｢ヘ」には,辞退が認められたもののほか, ll)欠格軸，鯛禁止軸に該当するとして,呼び出さない繩又は呼出取消しがされたものが含まれ,更
に前者には， (2)転居先不明等により裁判員候補者名簿罷載通知等が不到達であったものが含まれる。

4 「卜jには,そもそも呼出状が到達しておらず,現実的には出勝を期待し得ない裁判員候補者も含まれる。

5 「ﾇ｣には,理由あり不選任決定(蕊判員法34条4項) ，辞退による不離決定(同法34条7項) ，理由なし不選任縦(同法36条)及び質問なし不選任航
（同規則35条2項， 3項)がされたものを含み， くじ等による不選任決定(同法37条3項)がされたものは含まない。

6 「ル(a)」のうち，平成21年及び平成22年の人敷にIま, (1)欠格軸,就職止事由に該当するとして, I¥び出さない措置がされたもの, (2)輯居先不明等によ
り裁判員候補者名簿肥載通知等が不到達であったもの鮒含まれる。
7 ． 「ﾜ」及び『力」は実人員であり，概数である。
8 補充篭判員から裁判員に選任された塙合は,重複して計上した。

9 ［ 1は,判決人員' (累計l2,346人,平成21年142人,平成22年1,506人，平成23年l'525人,平成24年1,500人，平成25年1,387人,平成26年l,202人,平成27年1, 182人，
平成28年l, 104人,平成29年966人,平成30年l,027人,令和元年(平成31年)805人)1人当たりの平均である｡なお,判決人員には少年法55条による家裁移送決定があった
ものを含み,裁判員が参加する合翻体で審理が行われずに公訴棄却判決があったものを含まない。

－5－

累計 平成21年平成22年 平成23年 平成24年 職孵|平成腓|卿． 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年
(10月末）
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～令和元年10月末･速報）

表5平均審理期間及び公判前整理手続期間の推移（自白否認別）

(注） 1 判決人員は実人員である。

2 「公判前整理手続期間の平均（月） 」は，裁判員裁判対象事件以外の事件について，公判前整理手続に付されずに公判を開いた後，罰条の変更等により
裁判員裁判対象事件になり，期日間整理手繍に付されたもの等を除外して算出した。

3判決人員には少年法55条による家裁移送決定があったものを含み,裁判員が参加する合篭体で審理が行われずに公訴棄却判決があったものを含まない。
4裁判員法3条1項の除外決定があったものを除く。
5速報値である，

表6公判前整理手続期間（公判前整理手続に付された日から同手続終了日まで）別の

判決人員の分布及び平均公判前整理手続期間（自白否認別）

(注） 1 実人員である。

2裁判員裁判対象事件以外の事件について，公判前整理手続に付されずに公判を開いた後，罰条の変更等により裁判
員裁判対象事件になり，期日間整理手続に付されたもの等があるため，判決人員は他の表と異なる。
3判決人員には少年法55条による家裁移送決定があったものを含み，裁判員が参加する合議体で審理が行われずに
公訴棄却判決があったものを含まない。

4裁判員法3条1項の除外決定があったものを除く。
5 速報値である。

、
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１
１

裁判員裁判の実施状況について(制度施行～令和元年而麻･蓮靭

表7平均実審理期間及び平均開廷回数の推移（自白否認別）

(注） 1 判決人員は実人員である。

2実審鯏間は,第1回公判期日から終局（判決宣告）までの期間であり，審理等が行われなかった日や土日祝日を含む。最長のものは207日であり，最
短のものは2日である‘

なお，次の事件は， （1）～（3）の方法により算出した。

(l) 区分審理を行ったものについては,裁判員が参加した審理が行われた期間の合計を実審剛間とした。

（2） 裁判官のみで爵1回公判を開いた後,我判員裁判対象事件で追鰍があったため裁判員の参加する合譜体で審理されて綴局したものについては,裁判員
が参加した審理が行われた期間を鶏理期間とした。

(31 東日本大霞災の影響等で公判期日が延期され,裁判員が解任されたものについては,改めて選任され織判員の参加した審理が行われた期間を実審理期
間とした。

3 開廷回数には，裁判官のみで行われた公判の回数を含む。

4判決人員には少年法55条による家鋪送決定があったものを含み,裁判員が参加する合議体で審理が行われずに公訴棄却判決があったものを含まない。
5裁判員怯3条1項の除外決定があったものを除く。

6速報値である。
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～令和元年1萌茉･蓮輌

表8平均取調べ証人数の推移（自白否認別）

LH必母I 【､U必 』 刊

１
２
３
４
５
６
７

１注ｉ 裁判員の参加した合議体により審理終局した事件ごとの件数建てである。

証人の数は,相被告人のみの関係で取り調ぺた証人を含む。

双方請求の場合には， 「換察官謂東証人数｣及び｢弁篭人側請求証人数」に鼠複して計上した。

｢取調証人実人数」には,職権で取り調ぺた証人を含む。

判決微には少年法55条による識移送決定があったものを含み,裁判員が参加する合謝体で審理が行われずに公訴棄却判決があったものを含まない。
哉判員法3条1項の除外淡定があったものを除く。

概数である。
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～令和元年而頁束･蓮罰

表9平均評議時間の推移（自白否認別）

(注) 1

2

3

4

5

判決人員は実人員である。

評議時間には,中間評蔑に要した時間を含まない。

判決人員には少年法55条による家裁移送快定があったものを含み,裁判員が参加する合謝体で審理が行われずに公訴棄却判決があったものを含まない。

裁判員法3条1項の除外決定があったものを除く。

速報値である。
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参考統計表

第1表通常訴訟事件j略式請求事件の処理状況 （平成21年～30年）一高裁。地裁・簡裁－1

惨考グラフ〕通常訴訟事件,略式請求事件の推移

（平成21年や30年）一高裁・地裁･簡裁弓一一一1

〔参考グラフ〕通常第一審事件の新受人員の推移 （昭和24年～平成30年）一地裁-･--･----- 2

第2表長期係属実人員の長期化事由別内訳． （平成21年～30年）一高裁・地裁－－3

第3表事案複雑等を事由として審理期間が2年を超える長期係属事件の

合議（法定・裁定） ・単独別，罪名別審理長期化の事由 （平成30年末現在）一地裁－－3

〔参考グラフ〕事案複雑等を事由とする長期係属実人員の推移． 、

(平成'1年~30年各年末現在)一高裁･地裁･簡裁－4
第4表被疑者段階の国選弁護人請求の処理状況 （平成21年～30年）一地裁・簡裁－－－5

第5表通常第一審において弁護人が選任された入員 （平成21年～30年）一地裁･簡裁－－－6
第6表通常第一審における終局事件の自白。否認別平均審理期間，平均開廷回数，

平均開廷間隔及び平均取調べ証人数 （平成21年～30年）一地裁・簡裁－－－7

第7-1表通常第一審における終局人員の審理期間，平均開廷回数及び平均開廷間隔 ‘

‘ （平成21年～30年）一地裁－－－8

第7-2表通常第一審における終局人員の審理期間,平均開廷回数及び平均開廷間隔. ，

・ （平成21年～30年）一簡裁－－－9

第8表通常第一審における通訳翻訳人が付いた外国人事件の有罪人員

・ （平成21年～30年）一地裁？簡裁－－10

〔参考グラフ〕通常第一審における通訳翻訳人が付いた外国人事件の有罪人員の推移

（平成21年～30年）一地裁－－1.0

第9表通常第一審における被告人に通訳翻訳人が付いた外国人事件の言語別終局人員

（平成26年～30年).－地裁・簡裁－－－11

第10表簡易公判手続決定人員と決定取消人員 （平成21年～30年）一地裁・簡裁----12

第11表刑訴法332条による移送人員 （平成2i年へ30年）一簡裁---12
第12表即決裁判手続により審判が行われた人員 （平成21年～30年）一地裁･簡裁－－－13
第13表控訴申立人員及び控訴率 （平成21年～30年）一地裁･簡裁－－14

第14表犯罪被害者保護関連法に基づく諸制度の実施状況

（平成21年～30年）－高･了地・簡裁総数－－15

第15-1表通常第一審における被害者参加の申出があった事件の状況（処断罪名別）

（平成30年）一地.簡裁総数－－16

,第i5-2表通常第一審における被害者参加の申出があった事件の状況（年別）

（平成21年～30年）一地・簡裁総数----.16

第16表刑事損害賠償命令事件の処理状況 （平成20年12月～30年）一地裁－－－17

第17表刑事損害賠償命令事件の終局区分別終局件数 （平成20年12月～30年）一地鵠－－17

第18表逮捕状の請求と発付等

（昭和55, 60年，平成2， 7， 12， 17， 22， 26～30年）一簡裁・地裁－－－－18

第19表差押・記録命令付差押・捜索（許可）状･検証許可状の請求と発付等

（昭和55,60年，平成2， 7， 12， 17; 22, 26～30年）一簡裁･地裁－－19
第20表勾留請求と勾留状の発付等

（昭和55, 60年，平成2， 7， 12，17， 22， 26～30年） ､÷簡裁・地裁--=－－20

第21表通常第一審における勾留，保釈請求，保釈人員及びその割合

（昭和55, 60年，平成2， 7， 12， 17， 22， 26～30年）一簡裁･地裁－－－－21

第22表準抗告事件の処理状況 （平成21年～30年）－地裁--22

第23表医療観察処遇事件における終局区分 （平成17年~30年）一地裁---23
最高裁判所事務総局刑事局

（平成31年3月19日作成）
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(平成21年~30年)一高裁･地裁･簡裁
第1表通常訴訟事件,略式請求事件の処理状況

(注） 1延べ人員（同一被告人につき別件が係属した都度累積計上）である。

2平成30年は速報値である。
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〔参考グラフ〕通常第一審事件の新受人員の推移（昭和24年～平成30年）一地裁
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延べ人員であり，再審事件を含まない． ◎

平成30年は速報値である。
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(平成21年～30年）－高裁・地裁第2表長期係属実人員の長期化事由別内訳

概数である。

長期係属実人員とは,係属2年を超える事件の実人員（同一被告人につき複数の事件があっても弁論が併合
されている限り1人として計上）である｡

事案複雑等を事由として審理期間が2年を超える長期係属事件の合議（法定． ，
:裁定） ・単独別，罪名別審理長期化の事由 （平成30年末現在） －地裁

(注） 1
，

2

第3表

１
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５
６

１注Ｉ 件数建てである。

複数罪名の事件については，審理長期化の事由と密接な関係があるものとして報告のあうた罪名によった。
1件で複数の事由がある場合には,各欄に重複して計上した。 ．
「組織的犯罪処罰法」は， 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」の略である。 ．

「過失運転致死傷」には，平成25年法律第節号による改正前の刑法211条2項の罪（自動車運転過失致死傷）を含む。
（ ）内は係属事件数に対する％である。
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〔参考グラフ〕事案複雑等を事由とする長期係属実人員の推移 (平成11年～30年各年末現在）－高裁｡､地裁・簡裁
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高裁については特別権限による第一審事件を除く。
概数である。
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第4表被疑者段階の国選弁護人請求の処理状況
(平成21年～30年）一地裁・簡裁

2 「うち即決裁判手続同意確認のための請求jにはう刑諒法350条の17第1項（平成28年法律第
54号による改正前の刑訴法350条の3第1項）による即決裁判手続同意確認のための請求のあった
被疑者数を計上した。 ：

3被疑者段階の国選弁護人請求の新受人員及び既済人員の各｢総数」には，勾留請求が却下されたため，
国選弁護人選任請求が却下されたものも含む。
4平成30年は速報値である。
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2 同一被告人に対し私選弁護人及び国選弁謹人が選任された場合には重複して計上した。
3 （ ）内は各終局人員に対する％である。
4平成30年は速報値である。
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第6表通常第一審における終局事件の自白・否認別平均審理期間，平均開廷回数，平均開廷間隔及び平均取調べ証人数
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2 「自白」とは'・終局の段階において’すべての公訴事実を認め，かつ‘法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の減免の理由となる事実を主張していない場合をいい， 「否認」とは，終局の段階において，
公訴事実の全部若しくは一部を争い，又は，公訴事実を認めながら法律上犯罪の成立を妨げる理由若しくは刑の減免の理由となる事実を主張した場合及び被告人が終局の段階まで黙秘していた場合をいう。
3 「通常第一審事件全体」には， 自白及び否認以外に被告事件についての陳述に入らずに終局した事件を含む。
4平均開廷間隔は，平均審理期間を平均開廷回数で除したものである。
5 （ ）内は， 「通常第一審事件全体」の終局人員に対する％である。
6平成30年は速報値である。 ．
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第8表通常第一審における通訳翻訳人が付いた外国人事件の有罪人員
（平成21年～30年）一地裁・簡裁

(注） 1実人員である。

2 ｢通訳翻訳人が付いた被告人｣には,証人についてのみ通訳人(手話を含む｡ ）が付いた場合等
も含む。

3平成30年は速報値である。

〔参考グラフ〕 通常第一審における通訳翻訳人が付いた外国人事件の有罪人員の推移
（平成21年～30年）－地裁
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平成30年は速報値である。
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第9表通常第一審における被告人に通訳翻訳人が付いた外国人事件の言語別終局人員
（平成26年～30年）一地裁・簡裁

(注） 1実人員である。

2被告人に通訳翻訳人が付いた外国人事件には，証人等についてのみ通訳人が付いた場合等を含まない。

また,終局人員ほ有罪のほかに無罪,移送等により終局した人員を含む｡したがって,本表における
「総数」は，第8表の「うち通駅翻訳人が付いた外国人jとは一致しない。

3平成．30年は速報値である。
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第11表刑訴法332条による移送人員

（平成21年～30年）ー簡裁

第10表簡易公判手続決定人員と決定取消人員
● (平成21年～30年）一地裁・簡裁

l

ｰ

~

I

(注） 1 実人員である。

2 「自白人員」とは，法定合議事件を除く終局人員中公訴事実全部について自白し；かつ，法
律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の減免の理由となる事実を主張していない場合の人員であ
り, 「簡易公判手続決定（決定取消）人員｣とば当該年度に決定（決定取消).された人員で
。ある。
3平成30年は速報値である。

(注） 1実人員であ.る6

2(B).は，簡裁の法332条によ
る移送人員とは一致しないが，統計
上は近似する。
3概数であり，平成30年は速報値
である。
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第12表即決裁判手続により審判が行われた人員
匡成30年）一捌裁・簡裁
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第13表控訴申立人員及び控訴率

(平成21年～30年）－地裁・簡裁

１
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３

Ｊ注ぐ 実人員である。

判決人員は有罪人員と無罪人員の合計である。

平成30年は速報値である。
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(平成21年～30年）－高・地・簡裁総数第14表犯罪被害者保膜関連法に基づく賭制度の実施状況
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房
函
Ｉ

2犯罪被害者等の横利利益の保璽を因るための刑事手暁に付随する措匪に関する法律及び総合法律支掻法の一部を改正する法律(平成25年法律第33勘により.民本上の争いについての
刑事豚訟手続における和解の規定は,『犯罪被害者係理法第13条1項叉は2項｣から｢犯罪被害者保蔑法第19条1項又は2項｣に改められた(平成沈年12月1日施行)．
3 『鉦人等秘圏,職定鶴求』及び『弁観人等閲”副(平嘩8年12月1日施行)の数値については,当嘩件の銭局日を基準に叶上しても,る．
4「付添い〕..｢達へい｣.『ピ宗オリンク(樽内)｣.『被害者秘函， 『逸見陳述｣, 『被害者等団麹写｣及び『和解｣の数憧については,平成28年までは決定等鋲なされたBを基準に計上していた
が,平成29年以降は当餓事件の総周日を差単に計上している(なお,平成28年以前に決定等がなされ平成29年に事件が終局したものについては,決定尋がなされたBを基準に計上している.)．
この計上“日の盛更により,平成29…数値は一時的に減少することとなるので謎されたい．
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一一一一 ｰ一

日

(平成30年）一地・簡裁総数
第15-1表通常第一審における被害者参加の申出があった事件の状況（処断罪名別）

DB ： U【』

J l lq］J 1 lbE

】芯 1 T［

(注） 1 「終局人員数」は, .終局した被告人の人員数であり，実人員である。

2罪峯は,有罪の場合は処断罪名,無罪その他の場合は終局時において当賎事件について掲げられている解因の罪名の
うち, ･法定刑が最も重いものであるため，被害者参加制度の対象罪名とは異なる場合がある。

3被害者等の数は，延べ人員である。

4 『 （準）強制性交等」には, ･平成29年法律節2号による改正前の（剰強姦及び集団（準）強姦を含む。

5 『 （準）強制性交等致死傷」には，平成29年法律第72号による改正前の（準）強姦致死傷及び集団（準）

強姦致死傷を含む。

6， 「危険運転致傷」及び「危険運転致死｣は，平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2の罪をそれぞれ含む。

7 「過失運伝致傷｣及び『過失運転致死』は;平成25年澤律第86号による改正前の刑法211条2項の罪(自動車運転過失
傷害及び自動車運転過失致死）をそれぞれ含む。 、

8 『強盗･強制性交等」には,平成29年法律第72号による改正前の強盗強姦を含む。
9速報値である。 ： ．

第15-2表通常第一審における被害者参加の申出があった事件の状況（年別）
(平成21年～30年)－地･簡裁総数

１
２
３

１注．く ｢終局人員数jは,終局した被告人の人員数であり'実人員壷謝6‐被害者等の数は，延べ人員である。
平成30年は速報値であるd.
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第16表刑事損害賠償命令事件の処理状況

（平成20年12月～30年）一地裁

件数建てである。

平成20年はいずれも計上はなかった。

平成30年は速報値である。 ．

１
２
‐
３

Ｊ注ぐ

第17表刑事損害賠償命令事件の終局区分別終局件数

(平成20年12月～30年)一地裁

(注） 1件数建てである。

2 『決定.その他｣は,民訴法’4’条の準用により，決定で申立てが却下された場合などである。
3 「その他」ば，犯罪被害者保薩法25条（平成25年法律第33号による改正前の同条19条を含む｡.）により終局したもの，当事者の死亡等にも

かかわらず，その地位を承継ずるものがいないために事件が終局したものなどである。 、

4 「却下･27条1項1号｣は平成25年法律第33号による改正前の犯罪被害者保僅法21条1項1号， 「却下･27条1項2号｣は同改正前の同法21条1項
2号， 「却下･27条1項3号』は同改正前の同法21条1項3号, ． 「却下･27条1項4号」は同改正前の同滋1条1項4残「終了．38条1項』は同改正
前の同法32条i項， 「終丁’38条2項1号」は同改正前の同法32条2項1号， 「終了・38条2項2号」は同改正前の同法32条2項3号により終局した

ものを含む。

5平成20年はいずれも計上はなかった。

6平成30年は速報値である。
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(昭和55, 60年,平成2， 7， 12， 17, ’22, 26～30年）一簡裁・地裁
第18表逮捕状の請求と発付等

(注） ．1
2

延べ人員である。

平成30年は速報値である。
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第19表差押・記録命令付差押．捜索（許可）状.検証許可状の請求と発付等 （昭和55, 60年，平成2,7, 12, 17, 22, 26～30年）一簡裁。地裁
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第20表勾留請求と勾留状の発付等
－■F①=一

q■B守マーー

(昭和55, 60年，平成2， 7， 12， 17， 22， 26～30年）－簡裁・地裁

Ｉ
函
Ｃ
ｌ

態） 1 釦

2 （ ）内は職権により発付された人員で外数である。
3平成30年は速報値である。
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第21表通常第一審における勾留,保釈請求,保釈人員及びその割合
（昭和55, 60年，平成2， 7， 12， 17， 22， 26～30年）一簡裁･地裁

2 「勾留状が発付された人員」 とは，第一審において受理時に既に勾留されていた人員及び受理後，終局前に新たI
勾留状が発付された人員をいう。
3保釈が請求された人員には,同一被告人に対して時を異にして保釈の請求があうたときはその都度'人として計一
した。 、

4勾留率は，新受人員のうち勾留状が発付された人員の割合とは一致しないが，統計上は近似する。
5保釈率は，勾留状が発付された人員のうち保釈が許可された人員の割合とは一致しないが，統計上は近似する。
6保釈許可率は，保釈が請求された人員のうち保釈が許可された人員の割合とは一致しないが，統計上は近似する。
7平成30年は速報値である。
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第22表準抗告事件の処理状況 （平成21年～30年）－地裁
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（令和2年1月）

令和元年度実務協議会(冬季)資料
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家庭裁判所の現状と課題
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翁、

最高裁判所事務総局家庭局



ヘ

●

はじめに

家庭裁判所は,家庭や家族に係る紛争や，少年の非行について,そ
の背後にある原因を探りながら,それぞれの事案に応じた適切妥当な
措置を講じ,将来を展望した解決を図ると､いう理念に基づき,昭和2
4年1月1日に創設された。

その基本的役割は創設から70年を経ても変わることはないがi,社
会状況や価値観の変化の中で，家庭裁判所に求められる具体的な役割
もまた変化してきており，家庭裁判所は,その変化を踏まえつつ,上
記の理念の実現に向けて的確に対応していくことが求められている｡
本資料は,そうした家庭裁判所の現状及び課題をコンパクトにまと
めたものである。

一》

(平成31年最高裁判所長官「新年のことば」より）

家庭裁判所は今隼で創設70周年を迎えます。その間の歩みの中で，
裁判所に持ち込まれる事件には常にその時々の社会経済情勢や人々の

家族観･価値観が反映されてきましたがi近時に‘おける家族や社会の在

りようの変化にはとりわけ目を見張るものがあり；家事事件は,当事者
． .；

間の対立が先鋭化するなどして解決が困難な事案が増えてきています。

少年事件においても,調査や処遇判断に困難を覚える事件が少なくあり
, ； ' ､ o r ｡

ません。また， こうした･変化に伴い；家庭裁判所が社会で果たずべき役

割も；それに応じて大きく変わりつつありますも成年後見制度について
｡ C O ◆

は，成年後見制度利用促進基本計画を受けて，市町村をはじめどする関

係機関との間で連携に向けた協議が進められています｡裁判所とじて
は；引き続き個々の事件処理における運用の改善に向けた努力を尽<し

職重蟇鰻震霊辮蹴?暮篭臓鯛皇曙
ず奉書役割を改めて検討し"関係機関との連携を強化するなどして’家
庭裁判所としての機能を一層充実させていく=とが求められます。
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家裁の事件の概況

家事事件等の概況
平成30年の家事事件及び人事訴訟等事件の新受総件数は106万e,
332件であり，この10年間で約33％増となっている6 ‘このうち家事

審判事件は88万3， 00五件(10年間で約4'2%増) ，家事調停事件

ほ13万5, :793件(同約2瑳減>で,どれらが全体の約96%を占め
ている｡家裁は, ,これまでも社会経済情勢の変化に対応し,事務処理の態
勢や方式を工夫，改善してきたが,､家事事件手続法(以下『家事法」とい

う｡ ）の趣旨やその背景にある国民のﾆｰズを踏まえて;事件の種別を問
わず，更に取組を深化させる必要がある6

(1)家事審判事件の概況

家事審判事件の約98%を昔める別表第一審判事件の新受件数にうい
ては,増加傾向が続いており）特に成年後見関係事件の増加が著しい｡：
他方,別表第二審判事件の新受件数については,近年増加傾向にあっ

たが,:平成”年以降,緩やかな減少傾向にある｡もつども;子の監護
に関する処分事繩,平域25年以降もおおむね増加傾向にある。
②家事鯛停事件の概況

家事調停事仲の新受件数ば平成19年から平成24年まではおおむ
． ． ： ． ． ． ． ・ ・

ね増加傾向にあったが，平成25年以降；高止まり状態にあり,平成3
o年も高水準にある｡

⑧人事訴舩事件の概況;

：人事訴訟事件の新受件数は,平成’6年4月に家裁へ移管された後，

平成24年に最も多くなったが,平成25年以降は減少傾向にある｡；
剛子の返還申立事件の概況
子の返還申立事件の新受件数は,平成Z6年(ただし,施行=れた4
月以降)は9件,平成27年は26件i平成28年は25件,平成29
年I土工2件,平成30年は27件であった｡
少年事件の概況

少年保護事件の新受人員はj平成'4年以降減少しており，平成3.b¥
は， 6万4，869人(前年比約12％減。 10年間で約6S%減) とな’

っている｡この減少傾向は,少年人口の減少が一つの要因と考えられるが，
新受人員は,少年人口の減少割合璽上に減少している｡…

． ： ， ： ． ． ．、

事件種別で見るとﾀ…交通関係事件は宗貫して減少しており，平成SO年

は2"8, "834人(前年比約12%減）となったざこれは,10年前と

比べると約5召％減少したことになる｡また，同様に一般事件も減少して

おりi平成30年は3万6, Q35:人（前年比約12%減） となった｡:一
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方，凶悪犯(殺人，放火，強盗及び強制性交等）は，平成24年から平成

29年までは減少傾向にあったが,平成30年は461人(前年比約17%

増) となった。 ､

個別の事件を見ると,社会的関心を集める重大事件や,資質や家庭等の

環境に根深い問題を抱えた少年の事件が少なくない｡複雑多様な事件につ

いて;適正な事件処理が求められているといえる。

第乏家事事件関係

1家事法の下における家事事件の処理に関し運用上検討すべき事項
： ．

（1）家事法施行の意義: :: ‐

平成25年1月に施行された家事法は,.:家族をめぐる社会状況や国民
の法意識の変化を背景に,当事者間の手I害の対立が先鋭化し,解決困難
：な紛争が増加しているという家事事件を取り巻く現状にふさわしい法的
紛争解決手続を実現しようどするものであ砿"家事事件の手続を現代社
会の要請に合致したものとするため；当事者等の手続保障に資する規定
を拡充するなどし,また;手続をより利用しやすくするための制度を新

． ． ： ． ． 、

設まるなどしているd ，

、 家事法の下における家事事件の処理に当たってほ,法の規定を遵守す
ることは当然のこどであるが,裁判官を始めとする各職員が,蒙事法が
制定された背景をしっかりと理解した上,家事法の趣旨に則った運用の

実現に努めることが求めら坤蛎ざ'J
（副家事法の下における家事鯛停の運営: ； …

・ －．． ： , ． 、

家事法の施行ば家裁の紛争解決機能の樹上を実現するための重要な

契機と位置付けられるどころであり,各家裁においては;家裁の主要な
事件である家事調停の運営改善に取り組んでいるも ::
…家事調停の運営改善の取組におしくてば裁判官はもどよ‘り,‘家事調停
委員‘書記官，家裁調査官等の関係職種斌:問題意識を共有してそれぞ

れの役割を適切に果たしていく必要があり，定量的,定性的両面かろの
効果検証の視点を持ちながら,この取組を庁として継続していくことが
肝要と考えられる。このような観点から,協議会等においては,家事調
停における裁判官の効果的な関与の実現方鴇裁判官と関係職種の果た
すべき役割を踏まえた書記官及び家裁調査官との合理雌役割分担や連
携の在り方&取組の効果検証の在り方，効果検証の結果を踏まえて取組
を修正し; これを継続，定着させていくための課題といった点について

議論が重ねられてきており,塚裁においては，関係職種間の連携をベム
スとした紛争解決機能の強化に取り組んでい:くこ塁が必要との意識が浸
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透しつつある｡
1 . o

今後は，今まで積み重ねてきた総論的な議論を，個別具体的な事件の

中でどのように実践していけるのかといった視点で検討を深めていくこ

とも重要でありj鱗調停事件や子の監護に関する事件など,裁判官の
ﾘｰダｰｼｼブと関係職種との連撫強く求められる複雑困難な事件類
型を意識しながら,更に取組を進めていくことが求められている｡…

側家事法の運用上の賭問題

申立書の写しの送付j子の意思の把握｡考慮，電話・テレビ会議調

停に代わる審判(別表第二に掲げる事項につき新設)等,家事事件の手
続に関し規定が新設されたものについてほjそれぞれ新設された趣旨等
を十分に踏まえた運用の定着に向けた実務が積み重ねられているところ
である6

なお家事事件に限らず,秘匿情報の適砿管理が課題とされており〆
各家裁においては， これを実現するための職種間連携の在り方を含めた
検討や実践が進められている。

後見関係事件及び財産管理人選任事件の運用見直し
（1）後見関係事件の運用見直しの現状 ，
後見関係事件は,平成12年頚に現在の成年後見制度が始まって以

来増加の一途をたどっており，平成30年12月末日現在の管理継続中

の本人数は,約22万7，．CO人に上っている(平成”年i期末
日時点は約2，万ﾖ; SOO人/6また;"政府が作成したｵﾚｼジプﾗ
ﾝによれば,我が国における認知症有病者数は平成37年には約7bO

万人に上ると推計されており，成年後見制度の利用者数は，今後更に増

加することが見込まれる｡このような状況から,国民の成年後見制度に
対する関心も高い状況にあり,,近年,"家裁においては,従前の制度運用
がノーマライゼーション, 自己決定権の尊重,身上保護の重視といった

成年後見制度の趣旨に沿ったものと遥っているが壬いう視点で検討を重
ねてきた。

とりわけ,後見等監督の在り方については，後見人の裁量を尊重ずる
． ． 、 ： 、

という制度趣旨を踏まえたものとなっているかという点にろいて,現状
を客観的に検証した上で,実証的な視点を持って見直しが進められ"そ
の結果,後見人が家裁に報告する事項を必要かつ十分な範囲に絞り込み，
家裁が審査すべき事項を明確にするといった新たな監督手法力淀着しつ
つあるｶﾐ，引き続き，新たな監督手法の定着に向けた取組を進めていく
必要があるb今後は,成年後見制度の趣旨がら在るべき後見監督の姿を

検討するという取組の理念を庁として継承していくことが課題である。
3
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②;外部機関との連携に向けた取組

平成28年5月， ｢成年後見制度の利用の促進に関する法律｣ (以下
「促進法朏という｡ ）が施行された｡同法に基づいて設置された「成年

後見制度利用促進委員会｣において,政府が策定する｢成年後見制度利
用促進基本計画J(以下｢基本計画jと:いう。）について盛り込むべき．

事項について議論が重ねられた。その結果，平成29年’凡市町村が：

主体となって,権利擁護支援の地域連携ネジトワークの構築とその中核

となる機関を設置することが望ましい旨が記載された成年後見制度利用

促進委員会の意見書が提出=”政府は,同意見書を踏まえ,平成”
年3月に基本計画を閣議決定し，平成29年度がら,基本計画に沿って

制度の利用促進に関する取組が進められている。

，:基本計画の推進についてはj促進法に基づき, ;成年後見制度利用促進

専門家会議似下傅門家会議jという｡或が設置され;厚生尭働省力§
事務局を担うかたちで平成SOf7月から会議が開催されている｡
制度の運用を担う裁判所としても》政府におげる取組を踏まえ,国民、
にとって利用しやすい制度の実現に向けた取組を進めていく必要がある。
そのためには,後見等監督における運用の見直しに限らず,.本人の生活

状況等を踏まえた適切な後見人の選任や,後見開始後の本人及び後見人：
に対する継続的な支援といった点についても;制度の理念に沿った運用
の見直しを検討していくことが求められる。また’裁判所内部における’ ：

取組のみならず,地域圭f会全体で後見人を支援することのできる環境整
備， とりわけ,利用者の身近なところで福祉行政を担っている市町村等
やこれを支援する都道府県の関与が不可欠であり,また,市町村等が中
核的役割を担うためにも,:身上藍護や財産管理において専門的淫知見を

, ： ． ．、

有する専門職団体が行政の取組に積極的に関与し，連携していくこ'どが

重要と考えられる。 、 ′ : : ' ； ｝
、この問題は関係機関等との間の協議･運営を必要とする重要課題とし

て司法行政的な対応を要し,事務局が事件部と一体となって庁全体で取『
組を進めてい＜必要があることから, ‘平成29年度,平成30年度に引

き続き，令和元年度も7月に最高裁において後見関係事件事務打合せを

開催した6同事務打合せにおいては,①中核機関の設置に向けた自治体
の取組王それに対する家裁の連携の在り方,②基本計画を踏まえた裁判
所の連用の改善に向けた取組,③後見人等による意思決定支援の在り方

についての指針の策定,、裁判所の取組等を迅速かつ円滑に行うための
態勢などについて意見交換等を行った｡前記②に関し，家庭局と日弁連

等の専門職団体との間で,基本計画を踏まえた後見人等の選任と報酬付
4 ：
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与の在り方について継続的に協議を重ねている。基本計画を踏まえた後

見人等の選任の在り方{こつﾔ$ては家庭局と専門職団体どの間で認識の共
有に至り,報酬付与の在り方については専門職団体からの意見を踏まえ；
各家裁において今後の運用について具捧的な検討を行うことについての
理解を得て,各家裁での検討を行う際の参考となる資料を添付lﾝた家庭
局第二課長書簡を平成お'年1月に発出した｡また,家庭局と専門職団
体との間で,親族後見人に対する支援という観点から後見監督人鋤待
きれる役割についても,今後の検討の基本とな乙考え方がおおむね共有
されたので，その内容について記載した家庭局第二課長書簡を令和元年
8月に発出した｡:今後,各家裁において,親族後見人支援を中核に据え
た後見人選任の運用を進めるとともに,後見人等力垳づた事務の内容等
に応じて報酬を付与するという考え方に基づき,大規模庁における検討
状況を参考としながら,新たな報酬算定基準の検討が進められる見込み
である6 ，

令和元年度は,基本計画の対象期間である5年間の中間年度であり，
各施策の進捗状況を踏まえ,個別の課題の整理.検討釜行う中間検証が
予定されている。令和元年5月に開催された専門家会議（第3回）にお

いては,基本計画に盛り込まれている施策の進捗状況についての報告が
されたほか,2021年度末までに達成すべき数値目標(KPI･)が設
定された6また､専門家会議において「中間検証ワーキンググﾙｰプ」
が設置され,令和元年10月から同年1.2月にかけて,4回にわたり，
施策ごとに中間検証に向けた意見交換が行われた。これを踏まえて,‘中
間検証取りまとめ案が作成され,令和2年2月から3月ごろにかけて;
この案を専門家会議で審議し,取りまとめられた中間検証の結果は，成
年後見制度禾晩促進会議に報告された後，冊子にして発出される見込み

である。このような状況も踏まえ,成年後見制度の利用促進に向けた地
:方自治体等に渚ける実践的な検討や取組が進められることが予想される
中，家裁も地方自治体や専門職団体等の外部機関と十分に連携し,促進
法及び基本計画において家裁Iご求められている役割を果たしていくこと
が求められる6

成年後見制度で利用する診断書については,財産管理能力の確認に偏
り過ぎているという指摘を踏まえ,判断能力にづいての医師の意見欄の

表現を見直すなどの改定を行うとともに;福祉関係者が有している本人
の生活状況等の情報を医師に伝え,より的確に診断を行ってもらうため，
平成31年4月から，新たに「本人情報シート］を導入した。

’ 不正防止に関する取組 ‘
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後見人等による不正事案数や被害額にづいては，平成SO年1月から
,2月までの,年間に報告された不正事案は25．件,被害総額は約1

,億a, ･ .oOo瀬で,前年と比べて減少したものの(平成29年1月か
ら,2月までに報告された不正事案は294件,被害総額は約M億4，
O.OO万円);なお社会的に許容される水準どほいいがたい状況にある。
不正対応については，平成23年以来j各家裁において，不正対応時

の緊急事務処理態勢の確立に向げた取組が進められており"一定の成果
を上げつつあるように思われるが,今後も引き続き不正対応の重要性等
について注意を喚起し;更なる不正被害を防止するために必要かつ合理
的な措置を迅速に講ずるごとの重要性を十分に認識した運用を徹底する
ことが必要であるb、

またj綴見制度支援信託については,平成24年2月から平成30年
,2月末日までの間心訪",409件が契約締結に至っており,支
部。出張所における利用件数も徐含に伸びてきている。 ： ”

さらに,基本計画の閣議決定を受けて,寿部の地域金融機関においてｳ
後見制度支援預貯金の取扱いが開始された。同預貯金を取り扱う金融機

関は徐々に増えており;平成30年'月から同年12月末日までの間に
5”件が契約締結Iご至っている｡今後は,同預貯金を取り扱う金融機
関が更に増加することが予想される。 ・

'後見制度支援信託及び後見制度支援預貯金のような不正防止効果のあ

る金融商品については,更なる禾順拡大に向けた各家裁の取組が期待さ
れる｡： ・

財産管謹事件の処理について

4,函マ

側財産管理事件の処理について
9 。 。 . ･ 9

財産管理事件の新受件数に関する過去10年の動向を見ると，不在者

財産管理事件については;8inoO件前援で擁しているのに対し，
相続財産管理事件は,年"増加を続け,平成”年には2万件を超え，
iO年間で約1. 6倍となった。 ，

財産管理事件において,定期的に財産状況を確認することの必要性や，
特に相続財産管理事件においてj管理終了に向けて計画的に清算手続を
進めるため,管理人に対する助言や働き掛けを行うことの重要性につい
ては,従来から強調されてきたどころである。また,財産管理土の問題
を把握した後は,後見関係事件と同様に,財産の流出を阻』星する措置を
迅遠に講じることが求められている｡

』 ． ・ ・ ・

平成30年11月から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別

措置法(平成30年法律第49号)が一部の規定を除き施行されている｡ ；
同法には,所有者不明土地を適切に管理するため特に必要があると認め
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●

．るときは,国の行政機関の長又は地方公共団体の長が,，家裁に対し，財

産管理入の選任を請求でき為とする民法の特例が定められている6今後
国の行政機関の長等からの財産管理人選任事件の申立てが増加すること

中 0 ◆ G

が予想されるところであり，事案の性質に応じて；適切な運用を行うこ

とが求められている｡

s人事訴訟事件の適正かつ迅速な審理

家裁に人事訴訟ｶﾐ移管されて'5年が経過した｡,その間,未済事件は，
平成20年以降,,年々増加し平成23年12月末時点で1万件を超える

状態となっていたが鼎平成24年以降,9,70!O件前後で推移しているも
ま胸既済事件の平均審理期間は長期化する傾向にあり，平成30年の
平均審理期間は’2． 8月であった｡未済事件の平均審理期間も,平成2
4年は若干短縮したものの,平成2S年以降は長期化傾向に戻っているこ
とからすると,平均審理期間の長期化の原因を長期未済事件の優先的な処

｜ 理に求めることは難しいと考えられる。 。
なお,平成SO年の既済事件の平均審理期間は地裁で処理していた当

時(平成15年）よりも審理期間は約3. 5月長くなっている。また,財

産分与の申立てがある離婚の訴えでば,争点整理期間を中心に年々審理期

間が長期化し志おり(平成20年は1:30月,平成”年は16｡5月)M
財産分与に関する合理的がつ効率的な審理の在り方等について検討するこ

とが必要であると指摘されている｡さらに,財産分与の申立てがないもの
． ． ・ ・ ､ ： ．

についても,審理期間が年々長期化していること(平成ZO年は9. .4月，
、｡ e ･

平成30年は1X.4月)を直視した上で' ･その原因分析及び対応策の検

討が重要であると考えられる｡

尋国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の
運用

国際結婚が破綻した場合等において，子が国境を越えて不法に連れ去ら
れた際に,迅速に常居所地国に子を返還するこ窒等を定めた『国際的な子
の奪取の民事上の側面に関する条約」が,平成26年4月， 日本について

効力を生じ,その国内実施法(平成2,5年法律第4:S号)及び実施規則(平
成25年最高裁判所規則第5号）も施行された。

子の返還申立事件の第二審専属管轄を有する東京家裁及び大阪家裁並び
に抗告審裁判所である東京高裁及び大阪高裁においては,摘切な運用の確
立に向けた取組がされており， これまでのどころ，円滑な事件処理がされ

ているところである｡東京｡大阪以外の家裁に係属ずろ親権者の指定若し
くは変更又は子の監護に関する処分についての審判事件及び二れらの抗告
事件においても，一定の場合には,上記実施法及び実施規則の適用がある

、

7
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ところであり， この点については留意が必要である。

s最近の立法の動向について

(近時唾立した塞律について）
(1):児童虐待対応に関する児童福祉法等の改正
児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改定する法律
（平成29年法律第e9号)が,平成3:O年4月に施行された6.: :

この改正により､①児福法2S条め審判事件において家裁が都道府県
に対して保護者指導措置を行うよう勧告できる場面が拡大し,②保護者
の意思に反して2か月を超えて引き続き一時保護を行おうどするときご
とに家裁の承認審判を必要とする制度が創設さ泥だ。
②国際裁判管轄I=関する規律等の整備：
人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄に関する改正法が,平成3
’年4月に施行されたb , ． ． ：

＊この法律の主な内容は'0人事訴訟法の宇部を改正運火事に関する
訴えについて日本の裁判所が管轄権を有する場合等を定めるとともに,､
②家事事件手続法の一部を改正して○家事事件について,そめ申立てに
係る事件の類型ごとに日本の裁判所が管轄権を有ずる場合を定め》③民
事執行法の~部を改正して'外国裁判所の家事事件における裁判につい
ての執行判決を求める訴えについて'原則として家裁が管轄することを
定めるというものである；

旧)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三。年法
律第49号）が,平成30年11月に施行された。

この法律には，土地収用法の特例などとともに,所有者不明土地を適
切に管理するため特に必要があると認めるときは‘国の行政機関の長又
は地方公共団体の長が，家裁に対iﾝ,:不在者財産管理人又は相続財産管
理人の選任を請求できるとする民法の特例が定めちれている。
側成年年齢の引下げ

民法の成年年齢を1S歳に弓'き下げる民法の一部改正法が；平成30

年s月に成立し，公布された。この法律は，－部の規定を除き,令和4
年4月’日から施行される｡1

家事事件においてｩ:成年年齢引下げ後に影響が及ぶものとしては,;親
権喪失事件，親権停止事件ｳ管理権喪失事件,親権.管理権辞任許可事
件'未成年者を養子とする場合の養手縁組許可事件j離縁後の未成年後
見人選任事件，離縁後の親権者の指定事件，未成年後見人選任事件，親
権者の指定？変更事件などがある。
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「

⑤相続法制の見直し

相続に関する規律を見直す改正法が,平成30年7月に成立し,公布
されだ。この法律は，配偶者居住権を除く主な規定につき令和元年7月

に施行された。配偶者居住権については,令和2年4月1日から施行さ

れるb

この法律の主な内容は，①配偶者の居住権を保護するための方策，②

遺産分割に関する見直し等(配偶者保護のための持戻し免除の意思表示
の推定規定や仮払い制度等の創設.要件明確化割j③遺言制度に関す
る見直じ(自筆証書遺言の方式緩和や自筆証書遺言に係る遺言書の保管
制度の創設等) ，④遺留分制度に雷する見直し,⑤相続の効力等(権利、
及び義務の承継等)に関する見直し，⑥相続人以外の者の貢献を考慮す
るための方策である｡

法改正を受けて， 申立書の記載事項に関し,家事事件手続規則の一部
が改正された6．

⑥執行法制の見直し

民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施・ 1． ． ・・ ・

に関する法律が,令和元年5月に成立し§公布された｡この法律は,一

部の規定を除き，令和2年4月1日から施行される｡ ：

この法律のうち国際的な子の返還の強制執行に関するものの主な内容
は,①間接強制の前置に鱗る規律の見直し,②債務者の審尋に関する：
規律の見直し;③子ど債務者の同時存在に関する規律の見直し,④債務

6 『． ＆ 。

者の占有する場所以外の場所における執行官の権限等に関する規律の見
直し,⑤子の身上の配慮に関する規律の新設であるも民事執行法につい
ては国際的な子の返還の強制執行と同内容の規定が設けられた｡なお，
この法律により，債務者の財産状況に関する情報取得手続が新設され,
養育費の権利者も,金融機関等から預貯金債権情報を,市町村等から給
与債権情報を,それぞれ取得できることになり；強制執行を行いやすく
なる。

け)戸籍法の改正

戸籍法の一部を改正する法律がケー部の規定を除き，令和元年6月に
施行された。

この法律の主な内容は，マイナンバ宇法による情報連携により,､一定

の行政手続における戸籍証明書の添付省略を可能とするとともに，戸籍
の記載事項の正確性を担保するだめの規定を整備することなどである6
家裁実務に影響のある事項としては，戸籍訂正の要件の明確化が行わ
れた。
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⑧中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の改正

中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営獅上法等の

宇部を改正する法律が,－部の規定を除き,令和元年7月に施行された｡
家裁実務に影響がある事項としては,中小企業における経営の承継の
円滑化に関する法律に規定する遺留分に関する民法の特例の対象がｳ個

人事業者の経営承継に拡大された｡
(副成年被後見人等の権利制限(欠格事由)の見直し

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係
法律の整備に関する法律がｳ令和元年6月に成血,公布された｡＝の
法律は,条文によって施行日が異なり，令和元年6月1:.4日，同年9月

’4日j同年'2月1日,同月“日に分かれて施行された。
この法律は,成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法

律第”号)に基づく措置として,成年被後見人及び被保佐人を資格,
職種営業許可等から一律に排除まる規定I=つ恥て,これを削除したり9 ･ .
心身の故障等の状況を個別的,実寳的に審査し,必要な能力の有無を判
断ずる規定(個別審査規定)を整備したりするこどなどを内容としてい

． ． ；

る｡・

側特別養子縁組制度の改正

特別養子縁組制度の改正を内容とする民法等の一部を改正する法律が，

令和元年ら月に成立し,公布された｡この法律は;一部の規定を除き，
令和群4月'白から施行される｡ ・
どの法律の主な内容は,0養子となる者の年齢要件等の見直し及び②
2段階の手続の導入等,特別養子縁組の成立の手続に係る規律の見直し
である｡

： 法改正を受げて,家事事件手続規則の一部が改正された。
"(法案の提出が検討されているものについて）
冊登記制度｡土地所有権の在り方の見直し

政府は,所有毒不明土地電題の職に向けた取組を加速しており,平
成29年1,O月力?ら,登記制度･土地所有権の在り方に関する研究会が

始められた｡この研究会では，物権法･登記法に関手る論点のほか,財
産管理制度に関する規律や遺産分割の促進に関する規律についても議論
がされ, :平成三1年2眉に研究会の報告書が取りまとめられた｡これを
受けて,同月の法制審議会第183回会議において,相続等による所有
者不明土地の発生を予防するための仕組級びこれを円滑かつ適正に利
用するための仕組みを整備するために必要な方策について諮問が行われ，

同年3月から法制審議会の民法･不動産登記法部会において審議が行諺
10
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れている。 ．

⑫民法の嫡出推定制度に関する規定及び懲戒権に関する規定等の見直
し ．

いわゆる無戸籍者問題解決に向けた取組の一環として,平成30年，

o月から'嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会

が開催され'嫡出否認の訴えの提訴権者の拡大や出訴期間の見直しなど’
嫡出推定制度に関する論点のほか,:生殖補助医療によって生まれた子に

関する親子関係の整備等について議論がされ, :令和元年7月に研究会報

告書が取りまとめられた。

また'同年6月に公布された児童虐待防止対策の強化を図るための児

童福祉法等の三部を改正する法律において,:政府は施行後2年を目途に
：懲戒権について定めた民法第822条の規定の在り方について検討を加

え;必要があると認めるときは‘その結果に基づいて必要な措置を講じ
るものとされたことを受け'同月から藍謹権の規定の在り方に関する研

究会で議論がされ，同年7月に研究会報告書力報り蝕められた｡‐ ：
同年6月に開催された法制審議会第’84回会議において，民法の嫡

出推定制度に関する規定及び懲戒権に関する規定等の見直しについて諮
1 ． ． ・

間され，同年7月.から法制審議会民法(親子法制)部会において，調査．

審議が行われている｡ ・

側，親権に関する規定等の見直し

平成23年民法改正においては,親権制度の見直しに併せて，民法7

も6条に養育費や面会交流等が例示されたが；父母の離婚後等における
’． . 、 A ． ． 、

養育費及び面会交流の確保については，政治的にも関心が高い状況が続

いており'同改主の附帯決議においても離婚後の共同親権の可能性を含
めた検討が求められている‘… / ,
令和元年1’豆より,家族法研究会において,離婚後の親権行使の在
り方を含む家族法の課題についての議論が始められた。

第3少年事件関係

1 少年審判の機能の更なる強化

再非行少年の割合は,依然として高い水準にあり&少年刑事司法全体，
の再非行防止機能についてこれまで以上に厳しい目が向けられており，

． ． ． ‘： ，

家裁としてば, ,少年審判が果たすべき役割を再認識し，その機能を充実･

強化する必要がある。 ： ，

かかる観点からすると)決定機関である家裁垂しては,家裁調査官に
おいて，非行のメカニズムを分析して少年の再非行危険性を的確に評

11
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、

価し，これに基づく論理的で客観性の高い処遇意見を形成してjこれを

踏まえて裁判官がより適切な処遇選択を行うようにしていく必要力§あ
る｡そのため,家裁調査官が行う社会調査について,裁判官ども共這認
識を持ちつつ,行動科学の最新の知見に基づく統一的な分析枠組みを
踏まえた客観的かつ実証的なものとすべきであり,その実現に向けた
取組ｶﾐ進められている。 ： ‘

． ． ．： ． ． ．

また,家裁には,適切な決定をすることのみならず;決定に至るプロ

セスにおいて教育的機能を発揮ずるごとも求められている｡､とれを踏
まえ，各庁においては, :家裁調査官が個別面接の中で行う保護的措置’
(教育的措置)Iを含めて,少年が抱える特性や藺題点に応じた保護的措
置(教育的措置)のプロ壷ムが偏りなく設けられているかについて検
､証し,必要に応じて見直しを行うな‘どの取組が進められている｡
2手続全体における事務処理の在り方の検証･見直しの必要性

‘ :少年審判の機能を十分に発揮するためには,調査段階のみならず!家裁
送致から終局決定まで,'更には，決定後を含蓉手続全体において事務処理．
が適時適切に行われる必要があり,かかる観点がら,手続全体に糊壱事
務処理の在り方について不断の検証見直しが求められている6

とり”,再非行防止の観点からはj少年の非拝性が深刻な段階に至っ
ていない在宅事件についても,少年審判の機能を十分に発揮琴ることが必
要と考えられる6 ， ‘

3被害者の審判傍聴制度等の運用

被害者等の審判傍聴制度は,平成2.0年12月から施行されたが;これ
まで,運用においで大きな問題は生じていない｡これは,各識員が慎重に

・ ． ； ． ． 、

運用に当たってぎた結果であるどいえろ｡特に傍聴対象事件I=ついては,
今後も引き続ざ被害者等の心情に配慮しつうも審判の本質的機能である
教育的機能を十分に発揮するという法の趣旨に則った運用をするため,,不

断の改善に輔御でいく必要がある｡…‐… ※
。 、 。｡｡

傍聴対象事件については万全の態勢を整えて対応する必要があるが,,既

に各庁に配布されている輪”年度司法研究【少年審判鵬穂制度の運
用に関する研究｣では,;課題として,対応の質を落どきずに態勢の合理化
を図っていく必要があること,傍聴を実施する審判を適切に運営するため
には合議体によるべき場合が多いと考えられるがグー部の庁を除き合議

体による審理毎低調であるため,事案に応じて必要な場合I=は積極的に合
議体による審理(その前提としでの回付を含む｡' ）を行うようにする必要
があること，特に身柄事件は原則として受理後4週間以内で最終審判をし

なければならず;事件受理後に合議や回付の検討を始めるのでは遅きに失
12
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｡

P

することがあるため，あらかじめ,どのような場合に裁定合議決定をする
か,また,支部から本庁に回付するかなどについて庁内で検討して申合せ
等で決めておく必要がある旨が指摘されている｡この指摘ほ現在において
も妥当するものであり,庁として態勢整備に向けた取組を続けていくこと
が求められている。

平成30年における傍聴制度及び説明制度の実施状況は,傍聴につき，
許可25件（4:7人） ;説明につき，申出SO1件: (実施287件）であ
ったざ

4裁量による国選付添人制度等の適切鱸用
裁量による国選付添人制趣ぴ検察官関与制度の対象事件の範囲拡大等
を主な内容とする少年法の一部を改正する法律が,平成26年e月から施
行された｡ 、

改正少年法の下にお行る裁量による国選付添人制度の運用については,
国選付添人の必要性判断を,立法の経緯や制度の趣旨を千分に踏まえて適
切に行うとともに,選任過誤や選任遅滞を防止するだめ;普段から各庁の
実情を踏まえて事務処理態勢を見直したり;職種間の連携を強化したりす
ることが極めて重要と考えられる。 ．
s最近の立法作業の動向I=ついて
少年法適用対象年齢の引下げに関する識論

少年法適用対象年齢を含む若年者に対する刑事法制の在り方全般につい
て撞討するため,平成27年11月から平成28年7月にがけそ,法務省
の「若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会」においてヒアリン

グが行われ,同年12月，勉強会の内容を取りまとめた報告書が公表され

た｡同報告書には,年齢引下げについて示された意見の概要茎ともに,引
き下げられた場合の若年者に対する刑事激霊的措置が記載されている.こ
の検討結果も踏まえ,平成三9年2月に開催されだ法制審議会総会におい
"て,少年法における「少年｣の年齢を18歳末満とすること並びに非行少
年を含む犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事の実体法及び手

擶法の整備の在り方並びに関連事項について諮問がされるどともI=;少年
法・刑事法(少年年齢.犯罪者処遇関係)部会の設置が決定され,同年3
月からウ同部会において》諮問事項に関する審議が行われている。

:諮問事項については,各論点の意見交換がきれた後,審議の進め方につ

き,少年法適用対象年齢の引下げを議論する前提として,犯罪者に対する
処遇の議論を進めること， との議論に当た呪分科会を設けてぞ三で挨討
すべき課題を整理し，その結果を適宜部会で審議ずることが決められた。

その後，三つの分科会における議論を経て，部会において,更なる議論が

13
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進められてきた｡ 、

: その中で，家裁に関係する議論としては;少年法の適用対象年齢が18

歳未満に引き下げられた場合の手当として,罪を犯した,8歳及び19歳
の者に対し,家裁における現在の少年事件と同様の調査,審判手織を行う
ものとする制度の導入がある。

従前の議論では,比較的軽微な罪を犯して起訴猶予となづた者を家裁に

送致陳,"この制度の対象とするごとが検討きれてきた｡:しかし,第”
回(令和元年12月9日)の会議以降,その対象者の範囲を拡犬し,現在

の少年審判手続に近､､ものどする方向の綿が進められている。
具体的にはｩ大きぐ二つの案が議論されており，〒つば,十定の事件に
ついては検察官が家裁の判断を経ないで公訴を提起まることができるもの
,とし,それ以外の事件では全て家裁に送致しなければならないとするもの，

もう三つは,全ての事件を家裁に送致しなければならないとするものであ

る6現在は， 二のそれぞれについて手続がどのようになるかなどを整理し
て議論がされているところで,今後更に議論される予定である。

少年法齢対象年齢垣引下げにつし､てば少年事“処理や家裁調査官
制度はもちろん,裁判所全体に写える影響が極めて大きい問題であるため，
今後の動向を注視していく必雲がある｡ : ；
なお平成28年6月から施行された公職選挙法等の÷蔀を改正する法
律の附則には,選挙犯罪等についでの少年法の特例と吹;家裁は,当分
'の間蝸歳以上20歳末満の者に王る選挙犯罪等のうち連座制に係る
事件について》その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと
認める場合には,少年法20条1項の決定(検察官送致決定)をしなけ

ればならなi､旨が定められる潅どしている6ごれらの規律に関する運用の
在り方は,個別の事案に応じて判断されるべき事項であるが,その立法趣

旨を十分に踏まえることが求められる｡ ’

・また, :前記の公職選挙法の一部改正により,"1S歳以上の者が投票で
きることとなったため,家裁に係属中の少年についても,対象となる少年

の選挙権の行使に支障が生じ柳ように取り扱われる必要がある｡補導委
託中の少年に関じてば家裁どして職補導委託先に対し,必要な情報提
供や注意喚起を行っておく必要があるものと考えられ, ,これに関して；平

成28年6月29日付け家庭局第当課長事務連絡｢補導委託中の少年の選
挙権の行使に対する配慮に勺いてjを発出している6

I

I

「

第4家裁鯛査官関係

1， 家裁飼査官の役割･機能
〆
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③

戸

（1）検討の必要性

家裁調査官は,これまで,時蒼の事件状況や家裁の態勢に応じて,様々
な事務を担ってきた｡しかし,近年,社会情勢の変化や相次ぐ法改正を
受けて,家裁における事件処理の在り方が大きく変わろうとする中でj

家裁の機能をより充実させるために；家裁調査官ｶﾐ鋤べき役割,機能
を改めて検討することが求められている｡家裁調査官の合理的かつ効果

的な活用については,その役割機能を明らかにした上で,各庁の事件
動向,事務処理態勢等の実情を踏まえて検討する必要がある｡;
（2）家裁調査官の役割･機能：

家裁調査官に関しては,家裁に設置された趣旨とその職務の法的根拠
から，その職務の根幹は,行動科学の知見及び技法等を基盤として，事
実の調査と調整を行うことにあるといえる｡具体的にはｩ家裁調査官に
は, .法的視点からだけでは適切な判断や解決方針を示せない場合に,行

動科学の専門的知見をいかして,必要な事実を収集し,収集した事実を

的確に分析･評価して客観的で科学的な裏付けを伴った将来予測を含む
意見を提出するどともに(｢行動科学の知見等に基づく事実の調査｣) ；
そのような分析･評価の結果に基づいて当事者,少年等に対する働き掛

けや関係機関との間での調整を行う(｢行動科学の知見等に基づく調整｣）
といったことが要請されている．これを踏まえて,家裁調査官の中核的
な役割,機能はf行動科学の知見等に基づく事実の調査と調整｣である
と整理されている。

2今後の謀題

家裁の機能をより充実していくためには,裁判官をリーダ皇とするチー

ムとじて関係職種がそれぞれの役割･機能を尭樟いつ,協働していくこ
とが重要である。そのためにば家裁調査官が行動科学の知見を活用して

家庭事件の処理にいかに貢献できるかどいう観点から"その職務の具体的
な内容について;まずほ家裁調査官の中でよく:考え;それを基に,裁判官
等の関係職種と踏み込んだ議論や検討を継続的に行うことを通じ，家裁調

査官の役割6機能についての共通認識を形成すると'ともに,､役割･機能を
発揮することが求められる分野(事件)において質の高い事務を確実に行
う態勢を整えることが肝要と考えられる。

I

1

第S家裁の裁判官の役割

家裁の裁判官には，個々の事件を適切に処理することはもとより，書記

官のほか，家裁特有の家裁調査官,調停委員，参与員等の多様な職種に対

するリーダーシップを発揮してこれらを統括し,組織としての家裁の運営．
15
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『

にも積極的に関与する役割が求められる。すなわち，裁判官は，まず何よ

りも,個々の事件の処理において主体的に各職種をﾘｰドする姿勢で取り
組むことが必要であり,"そのためには，事件の内容や特色を早期に的確に

把握して審理方針と見通しを立てるという他の裁判所の裁判官と変わらな
。 『 ． ｡ ．

い役割が求められることはいうまでもない。書記官に対してはj進行管理

上の留意点や法的調査の在り方等について適切な指示を与えると｡ともに,

象裁調査官に対しても,的確に調査め要点を伝え;調査施行車も常にそ
の動向に配意し，中間的な口頭報告を求めるばかりでなぐ主体的にケ室ス

カンファレ坪スを求めていくことなどが必要と考えられる｡…

さらに, :家事調停事件において職裁判官が実質的かつ効果的に関与す

ることが必要でありか例えば,調停委員の指定や調停期日の指定について
も意を剛､るほか,解決方針の策定やそれに基づく合意形泳向けた働き
掛けを行うために,評議を積極的に行ったり』必要に応じて調停期亘への
立会いを行ったりするなど,調停委員任せにすることなく》手続の主宰者
どして調停運営を中心どなって進めていく＝と遮要である｡ ，
また,裁判官には》個々の事件処理の面にとどまらず,司法行政的な側

面でも，庁としての事件処理態勢の整備改善や関係機関との連携の強化に
主体的に取り組み,さらに,人間関係の面でも，信頼関係を築き連携を円
滑に行えるよう組織の一体化を図っていくことも求められる。例えば新

襄童辮溺鬘慈鑿罵鴬縦露鶴麓
し,長期未済事件の処理方針の策定,少年や保護者に対する保護的措置の
在り方など,洛種事件処理の在り方に対する各職種の共通認識を深めるた
め;他の職種を交えた検討を主導ﾎるごとなどが求められる。また,対外
的にも,福祉機関,捜査機関,執行機関などの関係機雷との協議会の運営
などにも中心となって積極的に関与することが望まれる。

以上

I

、

I
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令‐'禾口2 年度一遍受会言十歳入歳出予算案

一

ｊ注
参
く
く
計数については，それぞれ四捨五入によっているのでi端数において合計とは合致しないものがある｡、

考） 一般歳出の主な内容

社会保障関係費，文教及び科学振興費，防衛関係費， ．公共事業関係費及びその他の事項経費等がある。
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令和2年度一般会計歳出･歳入の構成一
『

一般会計窒出 一般会針歳入
(単位:億円）

国債費

233.515

(22.7％）

社会保障

358,608

（34.9％）

f356･'2!】

債務償還受

149.316
〈14.5％）

～～

、

一般会計
歳出総額 基礎的財政収支

1,026,580

（100.0％）

【1,008;791】

法人税

1200650

(11.8妬）

対象経養

793,065

（77.3％）

【775‘276】

その他
租税及び印紙収入

635.130

（61.9％）

ﾛ

99,805

（9.796）

【91β57】

、

、防衛

53,133．
(5●2％）

／

文數及び
科学振興
55,055/
（5,4％）

地方交付税

交付金等

158,093

-〔15.4％）

公共事業
68,571
（6.7艶）

【60.6"】

【52,625】

【53,912】

、‘

9,840(1.0髄)【9,832】

9,495(0-9粥)【9,008】
5,123(0.5妬）

: 1,750(Q2%)

1.753(0.2％)【1,723】：

66,645(6.5％)【59,422】
5,000(0.5%し’

食料安定供給

エネルギー対策

経済協力

恩給

中小企業対策

※｢基礎的財政収支対象経費]とは､歳出のうち国債費を除いた経費
のこと｡当年度の政策的経費を表す指標。

※｢一般歳出｣(＝｢基礎的財政収支対象経費｣から｢地方交付税交付
金等｣を除いたもの)は､634,972(61.9%)【617.184】

その他の事項経費
予備費

【
瀦
謹
里

<注1）計数については､それぞれ四捨五入によっているので､端数において合計とは合致しないものがある。
(注2)一般歳出※における社会保障関係費の割合は56,5％。
(注3)【】内は臨時･特別の措置を除いた計数。



一般会計歳出の主要経費の推移
｡
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公債残高の累増
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一般会計税収､歳出総額及び公債発行額の推移
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令和2年度予算αル算要求に当たっての基本虚"な方針について
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※地方交付税交付金等については｢新経済･財政再生計画」との整合性に留意しつつ要求｡義務的経費については､国勢調査に必要な経費の増等について加減算。
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【資料7】

一般経費の内訳

物件費

372億円(11％）

裁判の運営に直接必要となる経費(裁判費>等
の義務的な経費のほか‘庁舎維持管理経費等，
固定的ないし他動的経費が多くを占めている‘

人件曹
2724億円（84％）

施設費

170億円

F蓋芸堕1増▲減額’ 元年度
予算額

2年度

予算額案

14

‘ 1

人件費 2，711．

370

175

2,724

物件費 372

170 ▲5施設費

3,256

"1l 可
今
ロ 計 3,266

’

(注）四捨五入等の理由により，端数において計数が合致しない場合がある。

I



物件費･令和2年度予算額案
・・裁判■係集務嬰舵畳

特驚料 （録轤呼等） 事務陶画墨整蜘員6億円 5億円
5億円 一裁料倒係債品及

び資料整備費

11億円その他【刑事袖償金(6.4億円)。
賠償償還及払戻劃29は円】】

その他(研修閃係軽氏等〉
ヨ侮円

(目 その他の庁舎

彼持■僅錘■

ユ4陣円
ー

■負厚生経良, ’貫金

社会保険料等

16億円

11

■
①
■
①

β
蕊簔◆◆

◆◆

◆◆
◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
些金●

- 1

※
J1J1

」

１
２
９
．

》
『

庁費の類

246億円円

戦隆昌

案
4

毛

r 峰

1l棚棚潮I

了~薊ｼ毒ﾑ■麺経痩
｜ ‐多趣丹 ，

縦ﾘI
●

影
【
鰯
謹
め
】

(注)四捨五入等の理由により,端数において計数が合致しない場合がある。



【資料9】

庁舎維持管理等経費の推移
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【資料10】

裁判所予算額 （当初） 歴年比較
早 ■

翼弔｣町ブワ昇内駅I

k大盤災復興特リ
随醗賓には改革推迩公共投資事業償還金を言垂睾U~手

磨'十

年度 国の予算総額 裁判所予算額

国

に

の予算

対する

割合(％）

裁 蔵 予 重 内 駅 ｡．

人件費 割合

(％）

施設費 割合

(qb,!

裁判費 割合

(％）

その他 割合

(％）

予備経費 割合

(％！

30 991,457.523 9,176.320 0.926 6.630.456 72.3 580,633 6.3 1‘205.375 13.1 751,856 8.2
● ｰ

8.000 0.1

40 3,658,080,318 27,827,303 0.761 21‘409,344 76.9 2,595,坐5 9.3 2,074,410 7.5 1,740‘104 6.3 8,000 0.0

50 21,288.800.073 123,644,701 0.581 107,990,266 87.3 6,513.851 5.3 3,697,221 3.0 5.435.363 4..4 8,000 0.0

60 52‘499.643‘415 218‘392,283 0.416 192‘897.953 88.3 7.771‘259 3.6 8,815,337 4.0 8,899.734 4.1 8,000 0.0

61 54,088,643｡“0 229,790,264 0.425 203,425,521 88.5 7,926.029 3.5 9,202,099 4.0 9,228.615 4.0 8.000 0.0

・62 “,101.019,241 235‘547‘066 0.435 208,536,314 88.5 8‘180,526 3.5 9‘371.980 4.0 9‘450,246 4.0 8．000 0.0

63 56,699,713.560 240,847.032 0.425 212,286,408 88.1 9,535,138 4‘0 9.378,004 3.9 9.639.482 4.0 8..000 0.0

平成元 60,414,194,091 248,841‘410 0.412
p ●

219,223‘721 88.1 10,303.727 4.1 9.481.604 3j8 9,824,358 3.9 8,000 0．0

2 66.236790.811 257,403.727 0.389 227,030.587 88.2 10,467,151 4.1 9.497.783 3.7 10,400‘206 4.0 8$000 0.0

3 70,347,419‘ 164 267,512,060 0.380 235.859,287 88.2 11,121.967 4.2 ･9.545.786 3.6 10‘977．020 4.1 8,000 0.0

4 72,218,011‘､260 277.672‘580 0.384 244”993.228 88.2 11‘651,591 4.2 9,587‘976 3.5 11‘431,785 4．1 8‘000 0.0

5 72.354.824,310 283.898.974 0.392 248.691.861 87.6 12.142.591 4.3 10.404.035 3.7 12.652,487 4‘5 8,000 0.0

6

● ｡

73,081.669‘､430 288,319.798 0.395 250,670.580 86.9 12,503,972 4.3 12.159.222 4.2 12,978.024 4.5 8.000 0.0

7 70,987,120.301 295,047,940 0，416 254↓､973,976 86.4 13.191.629 4.5 13‘558,955 4.6 13,315380 4.5 9,000 0.0

8 75,104,923.815 305,285､978 0.406 261‘872,110 85.8 13.991‘210 4.6 15,162,163 5.0 14‘252,495 4.7 8.000 0.0

･9 77→390,003,705 310,787,900 0.402 263782.261 84.9 14,767,352 4.8 16,976,870 5.5 15,253,417 4.9 8‘000 0.0

10 77.669‘179,091 310‘228‘613 0.399 265,353,662 85.5 11‘910..743 3.8 18.168.711 5.9 14.787,497 4.8 8,000 0．0

11 81,860‘ 122‘402 318.406‘357 0.389 272.624.053 85.6 12,173,419 3．．8 18,714,022 5.9 14‘886,863 4.7 8，000 0;0

12 84‘987,053.259 318.665’895 0.375 271,464,306 ､85．2 12,343‘096 3.9 19.168.568 6害.0 15.681.925 4.9 8,000 0.0

13 82.652,378,963 319.785,378 0．387 270.395,835 84.6 14.092.570 4．4 20.629,261 6.5 14,659,712 4.6 ・ 8．000 0.0

14 81.229.993,005 3]7，103．560 β’390 270.590,561 85.3 10,650.000 3.4 21.007.501 6.6 14,847,498 4.7 8,000 0.0

15 81789,077,666 317,831,163 0,889 270,318,375 85.1 10,297,000 3.2
？ ．

･21,937,520 6.9 15,270‘268 4．8 8,000 0.0

16 82,110,924.617 315.627..056 0.384 267.553,858 84.8 9.263.778 2.9 23.510,266 764 15,291.154 4．8 8,000 0.0

17 82’182,917.678 325,948,805 0-397 270‘905,816 83.1 12,613,039 3;9 26‘274‘789 8.1 16.147.161 5.0 8,000 0.0

18 79,686,024’221 333,106.391 0.418 271,238.923 81.4 22,223,000 6.7 23,.794,847 7.1 15,841,621 4.8 8,000 0.0

19 82,908,807,811 330‘394.123 0.399 273,312,324 82.7 22.645.799 6.9 18.178‘605 5.5 16.249.395 4.9 8000 0.0

20 83.061,339,913 327,580.849 0.394 272162‘882 83.1 20.043.132 6.1 18,530,159 5.7 16,836,676 5.1 8．000 0.0

21 88,548‘､001,321 324,732.707 0.367 273i889,878 84.3 14.723;663 4.5 20,903‘633 6.4 15,207,533 ､4．7 8.000 0.0

22 92,299,192‘619 323,178,496 0.350 270.884,289 83.8 14,597,121 4.5 21.470.310 6.6 16.218‘776 5.0 8,000 0.0

23 92‘411‘612.715 320.021‘993 ・・ 0．346 268‘890,203 84.0 14,745,699 4.6 20,718.699 6.5 15．‘659‘392 4.9 8，000 0.0

24． 90,333.931.511 314.664,684 0.348 260.317.320 82.7 15.235,758 4..8 20‘303,126 6.5 18800‘480 6.0 8..000 0.0

25 92,611,539328 298,878.286 0.323 244.182.286 81.7 15,858,426 5.3 20,913,444 7.0

ひ ■

17:916,130 6.0

④
▲
０

8,000 0.0

26 95,882‘302.829 311.058,216 0．324 269‘907,991 83.6 14,039.106 4.5 19,694,506 6.3 17,408,613 5.6 8.000 0.0

27 96,341.950,970 313‘097.396 0．325 262‘817..897 83.9 14.039.433 4.5 19.274.476 6.2 16.957,590 5.4 8.000 0.0

･28 9t‘721.841,054 315,300‘114 0.326 264,803,867 84.0 14‘604.687 4.6 19,124.553 6.1 16.759‘007 5.3 8‘000 0.0

29
． ’

97』454,709‘410 317,702,810 0..326 266‘609,844 83.9 15871.546 5.0 18.917.371 6.0 16.296.049 5.1 8､OOO 0.0

30 97.712,769,411 321,210.516 0.329 270,577,“7 84.2 15,392.321 4.8
P

19.050‘740 5.9 16,182,008 5.0 8.000 0.0

令和元 101.457.093.570 325,574,308 0.321 271,072.241 83.3 17,480,346 5,4 19.764,433 6.1 17,249‘288 5.3 8.000 0.0

2 102.657,971,326 326,624,181 0.318 272,429,613 83.4 17,024.474 ・ 5．2 19‘716.454 6.0 17,445‘640 5.3 8.000 0.0



【資料1 1】

令和元年度予算の概要

1．主要経費(裁判事務処理態勢の充実） （単位:百万円）
※〈＞内は｢補正予算計上額」

○民事事件関係経費 3.437（前年比十238）〈 126＞

◇民事調停,労働審判,専門委員関連経費など

○刑事事件関係経費 4,405（前年比十379）〈 1＞

◇裁判員裁判,心神喪失者等医療観察事件関連経費など

J家庭事件係
◇家事調停閨蓮怒眉

2裁判所施設の整備

○裁判所施
ー

の耐震化 17,480(前年比+2,088)< 797＞

32－969（前生仕十60,

司法修生関係経費 4,993（前年比十18）< 0＞

I

その他の機構維持等経費 10,821 (前年比+1,293)< 72＞

※四捨五入等の理由により,端数において計数が合致しない場合がある。

○増員 99人

判,事40人
書記官 15人
事務官44人
※判事補から判事への振替25人,速記官から書記官への振替2人を含む

○定員合理化 70人

区 分
平成30年度
当初予算額

令和元年度
予算額

比較増△減額 増△減率 補正予算計上額

裁判所所管 321,211 325,574 4,363 1.4％ 1,118

3.その‘ 世のI幾鑑劉■一百句ロー■
一
■
。
■
１

二
，
１
卜
■ 寺雲

Ｐ
■
”
■ 二必要な繕蹟

4.人的 爵 li篝の充；
罰
三
」



【資料12】

令和元年度補正予算(第1号)(案)について

最高裁判所

（単位:百万円）

令和元年度平成30年度
補正予算額補正予算額

一ー＝一一一三宮Pマニーータ蚕一晶一～=－ｰ‐町ご=画＝二.■ 三 一句一一一一一

国民の安全｡安心の確保 2,3161 1,11S

○裁判所施設に関する緊急対策

・裁判所施設の耐震化

・機能的劣化に関する改修

・非常用設備の更新

1,ggg

613

217

1,170

9

○民事裁判手続のIT化等

･ITツールを活用した争点整理

・書面の電子提出

・サイバーセキュリティ対策

317

60

9ア

159

Ａ
口 計 2,316

(注)四捨五入等の理由により,端数において計数が合致しない場合がある。



【資料13】

｝

令和2年度予算案について

(単位:百万円）

｜
〈
》

糸質
尋富謂僖堵働昌

O刑事事件関係経費 4.536 ）前年比十131（

◇裁判員裁判,心神喪失者等医療観察事件関連経費,法廷通訳関連経費など

○家庭事件関係経費 6,213（ ）前年比△75

◇家事調停関連経費など

O事件共通関係経費 15,048（ ）前年比△133

◇各種事件処理に共通する諸経費

O裁判所施設の耐震化等 17,O24(前年比△456 ）

r】 臣

十1H【

※四捨五入等の理由により.端数において計数が合致しない場合がある6

1

○増員 72人

判事30人
書記官 B人
事務官34人 ．
※判事補から判事への振替30人,速記官から書記官への振替2人を含む

○定員合理化 Sフ人

区 分
令和元年度
当初予算額

令和2年度
予算額案

比較増△減額 増△減率 補正予算計上額

裁判所所管 325,574 326,624 1,050 0.3％ 2,316

1． ； 識
宅
彊
‐鋤

■
１
■
ｊ
■
Ｉ

奇
計 湧処ヨ

■
■
■
■
■
■ 態勢’ ､ヲ 思夛

戸
島
凸

罫
匡

2裁§噸
■
】 1

4

ｂ
■

l ■

正画

ロq■■■設の！豊 蒲

aその‘ 【 用
■ IのI 幾】識趣 曽等 こ必』 要な篭漬

4．人 4
０
Ｊ
６§

“
１
Ｊ
ｑ

い
』
且
Ｐ
Ｄ
Ｐ

＄噂のョ 尽冒凸夛
。
卓
巨



【資料14】

裁判所庁舎現況

※上段（ ）書きは,現在整備中の庁舎数であり,合計数の内数で表示

区分 施設数 経年・数

50年以上

(S45以師

40年以上

(S46～55)

30年以上
◆ ●

(S55～H2).

20年以上
Q

(H3～12)

10年以上

(H13～22)

● ●

9年以下

(H23～R2)

備 考

最高裁判所 1 1

高等裁判所 8 2 4 1 1

地方裁判所 42

(2)

18 5 2 1 10 6

家庭裁判所 17 5 4 6 2

地家裁支部 203

(5)

51

(2)

70 10 13 28 31

簡易裁判所 185

少
且
。 (1)

16

(1)

64 56 28 10 11

研修所 9 6 2 1

合計

[％］

465

[100］

(8)

87

[19］

側
師
馴

73

[16］

50

[11］

51

[11］

49

[10］

対前年度増減 14 1 △7 1 △4 △．5



【資料15】

裁判所の耐震化について

M

1

1耐震化の必要性

１
１ 裁判所は全国各地に多数所在。古い時期に建てられ，耐震安全
性に問題のある裁判所が存在する。

「

毎日多数の国民が来庁するとともに，災害直後にあっても令状
詞民の安全にも治安維持に手続などを行う裁判所の耐震化は，

直結する喫緊の課題。

、

2耐震化の進捗状況

耐震改修促進法に基づき,特定建築物(3階建てかつ1,000ITf
以上）の庁舎について， ，平成19, 20年度に耐震診断を実施。

特定建築物に該当しない小規模庁舎についても，平成22，
23年度に耐震診断を実施。

これまで補正予算による予算措置も得て，庁の規模や診断結果
に応じて耐震改修又は庁舎新営に 震化を実耐 ◎

I

1

裁判所庁舎4e5庁

うち耐震整備中 ： 15庁（最高裁，大阪高地裁外）
予算措置未了： 1庁(盛岡地家裁二戸支部）

※耐震整備中の庁数はi令和元年度補正予算(第1号)(案)の案件を含む。

旦｣一L、／

に

刀整備を計画的かつ着藁
1厘の天



【資料16】

令和元年度予算施設関係予算内訳

予算額
(百万円）

庁舎新営 3. 151

（東京）中目黒分室（仮称）

仙台高裁秋田支部秋田地家裁

（広島）福 山

（松 江）浜 田

（札 幌）静 内

津 、地 家 裁

(継続分 5庁） 本 庁

地家裁支部

簡

(新規分 1庁） 本

裁
庁

庁舎増築 171

(継続分 1庁） 本 庁 熊 本 家 裁

建替えによる耐震化 1.040

柏
半
；
玉
大
彦
伊

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

(継続分 4庁） 地家裁支部 （神 戸

（名古屋

（熊 本

（福 井

（大津

（ 津

原
田
名
野
根
賀

簡 裁

(新規分 2庁） 地家裁支部

改修による耐劉上 2,936

高 裁

高 地 裁

(保存庁舎）

最(継続分 3庁）

本 庁 大 阪

熊本地裁

特別修繕等 9216

（旅費・庁費） 626

不動産購入 341

各所修繕 1.091

※単位未満四捨五入のため，端数において計数が合致しない増合がある



【資料17】

令和2年度予算案施設関係予算内訳

予算額
(百万円）

(継続分 6庁） 本 庁 （東 京） 中目黒分室（仮称）

津 地 家 裁

仙台高裁秋田支部秋田地家裁

（広 島）福 山

（松江）浜 田

（札 幌）静． 内

鳥 取 地 家 裁

佐 賀 地 家 裁

（ 富山 ）高 岡

地家裁支部

簡

(新規分 3庁） 本

裁
庁

I

地家裁支部

(継続分 1庁） 本 庁 熊 本 家 裁

〃

2,080建替えによる耐震化

(継続分 6庁） 地家裁支部 柏
彦
半
伊
玉
大

ｊ
ｊ
◆
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

戸
津
屋
本
井

古
津

神
・
大
名
熊
福

く
く
く
く
く
く

原
根
田
賀
名
野

、

簡 裁

改修による耐震化 1.944

最 高(継続分 2庁） 裁

本 庁 大 阪 高 地 裁

】HK

44【，

、

昏所修總 1． 107

※単位未満四捨五入のため，端数において計数が合致しない場合がある



【資料18】

令和元年度補正予算（第1'号）案施設関係予算内訳

予算額
(百万円）

157改修による耐震化（2庁）

地家裁支部

簡 裁

（神戸）伊 丹

（鹿児島）徳之島

寺別 弓

ノ

※単位未満四捨五入のため，端数において計数が合致しない増合がある



【資料19】

裁 判 所

インフラ長寿命化計画（行動計画）

平成28年度～平成32年度

1

平成29年1月

最高裁判；所

I
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匡亙囮
国の社会資本は，今後，急速に老朽化することが見込まれており， また，人口減少・

少子高齢化の進展をはじめとする社会構造の変化等により，国の財政状況も厳しさを増

すことが予想される中で, ・国のインフラ全般について，適正かつ確実にその維持管理・

更新等を行う必要性が高まっている。

政府においても，平成25年10月4日， 「インフラ老朽化対策の推進に関する関係

省庁連絡会議」が設置され， 同年1i月29日には，国民生活やあらゆる社会経済活動

を支える各種施設をインフラとして幅広く対象とし，戦略的な維持管理.更新等の方向

性を示す基本的な計画として， ′｢インフラ長寿命化基本計画」 （以下「基本計画」 とい

う。 ）がとりまとめられた。

このような状況を踏まえ，裁判所の所管Iご属する施設についても,適切な維持管理．

更新等を行うことにより，国民の安全・安心の確保， 中長期的なコストの縮減や予算の

平準化等を実現する必要があり，そのために，点検・診断の結果に基づき，適時に必要

な対策を着実かつ効率的・効果的に実施するとともに， これらを通じて得られた施設の

状況や対策履歴等の情報を記録し，次の点検｡診断等に活用するという 「メンテナンス

サイクル｣の構築に向け，着実に取組を推進していく必要がある。

そこで，基本計画に基づき,裁判所の所管に属する施設の維持管理・更新等を着実に

推進するための中長期的な取組の方向性を明らかにするものとして， 「裁判所インフラ

長寿命化計画（行動計画） 」 （以下「行動計画」 という。）を策定する。

本行動計画に基づき, メンテナンスサイクルの構築と継続的な発展を更に推進し，施

設の新設から撤去までのいわゆるライフサイ･クルの延長のための対策という狭義の長寿

命化の取組に留まらず,更新を含め，将来にわたって必要なインブラの機能を発揮し続

けるための取組を実行する:こととする。《

価了軒画噸
1 ：対象施設

裁判所の所管に属する施設を対象とし，老朽，狭齢』分散，耐震性能・耐津波性能

の不足，都市計画上の要請等の理由から更新すべき施設を除き，長寿命化を図る･必

要がある。

2．計画期間

平成28年度（2016年度）を初年度とし，基本計画に示されたロードマップに

おいて，一連の必要施策の取組に一定の目途を付けることとされた平成32年度
､ 〃

（2020年度）までを計画期間とする。

m・対象施設の現状と謀題

裁判所は，全国に466庁（延べ面積で約184万㎡） という多くの庁舎を有するが，

1



このうち，建築後30年以上を経過している庁舎が全体の6割を超えるなど，老朽化の

著しい施設を多数維持管理している現状にある。また，省庁別宿舎についても庁舎と同
様に老朽化が進んでいる。

裁判所は，社会に生起する事件・紛争を公権的に解決する役割を担っており，その使
命を果たすためには，裁判所施設の機能を維持するとともに，その安全性を確保するこ
とが不可欠であって，施設の管理者においては,その維持管理を遺漏なく，かつ適切に
実施することが必要である。

そこで，今後の厳しい財政状況等も踏まえ，裁判所におけるインフラの長寿命化.に向

けて既に現場が直面している課題を明らかにし，その解決に向けた取組を迅速かつきめ

細かく進めていくとともに， 中長期的な社会経済情勢の変化を見据えたメンテナンスサ
イクルの構築に向けた取組を進める必要がある。

1 ． 点検。診断／修繕°更新等

インフラの維持管理及び修繕，更新等に当たっては，施設の変状を把握するための
日常的な見回り ・確認，経年劣化･損傷を把握するための定期的な点検．診断,災
害発生後の変状を把握するための緊急点検等の不定期な点検などが行われているが，
これらは,施設の機能を維持するとともに,利用者や職員の安全を確保するための
措置を講ずる上で必要不可欠であり, ， これを引き続き適切に実施するとともに，そ
の分析・反映等の仕組をより実効性の高いものとすることにより，施設の状況をよ

り的確に把握し， 良好なものとして維持保全していく必要がある。

2．基準類の整備

裁判所における施設の維持管理及び修繕・更新等に必要な基準類は”関係法令．告
示等に加え，所要の通達等が整備されているところであるが， さらに保全業務の在
り方や実情，関係法令の改正等に合わせた見直し等を適切に行う必要がある。

3．情報基盤の整備と活用

保全に必要な施設の情報について，その一部をBI.MMS-N(X)に登録すると

ともに，法令等に基づき，維持管理及び修繕・更新等に必要な情報を保全台帳に記

録し，備え付けることとしているが，情報の管理・分析等が十分ではないなどの問
題もあり，今後さらに，実際の施設の維持管理及び修繕q更新等の過程において，
必要な情謬を効率的。効果的に収集し， これを適切に管理・分析することにより，
メンテナンスサイクルを適切に機能させていく必要がある。

※国士交通省溺管理する「官庁施設情報管理システム」

(BuildinglnfbrmationsystemfbrMaintenanceandManagementSupportinNational
government)

2



4．個別施設計画の策定・推進

個別施設計画は, ､点検・診断等の結果を踏まえ，個別施設ごとの具体的拳対応方針

を定めるものであり， メンテナンスサイクルの核として重要な意義を有する。

裁判所においては，従前から個別施設計画として, 中長期保全計画を作成している

が； さらにすべての施設について，点検･診断及び修繕。更新等の過程を通じて情

報を効率的・効果的に収集し,･ これを適切に分析・反映した個別施設計画を整備す

ることにより，施設の状況等に応じたきめ細かな対応を行っていく必要がある｡

5．新技術の導入

点検・診断及び修繕・更新等を効率的･効果的に実施していくためには， さらに，

関係省庁とも連携の上, より効率的かつ効果的な長寿命化に資する新技術の情報収

集及び導入に取り組む必要がある。

e.予算管理

厳しい財政状況下において，修繕･更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平

準化を図るために,施設に関する情報を的確に蓄積・更新し，適切な個別施設計画

の策定と計画的な投資を行う必要がある。

7．体制の構築等

「国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る要領」 （平成17年6月国

､土交通省策定）に基づき，すべての対象施設において施設保全責任者が設置されて

いるが， さらに， より実効性のある保全を実施するための体制を構築する必要があ

る。

唾

維持管理及び修繕・更新等に係るトャータルコストの縮減や予算の平準化を図り，必要

な予算の確保を進めていくためには, 中長期的な将来の見通しを把握して予防的な個別

施設計画を策定するなどの取組を進めることが重要であり，そのために，施設の実態等

を踏まえ， 中長期的な維持管理及び修繕・更新等のコストの見通しを的確に把握する必
要がある。

V.必要施策に係る取組の方向性

｢Ⅲ、対象施設の現状と課題」を踏ま｜え，以下の取組を進める。

1 ．点検・診断／修繕，更新等
L *

すべての対象施設について，法令･告示等に基づき定期（建築物の敷地及び構造は

3

' ・ 中長期的な維持管理及び修 晋。更新等に係るコストの見通し



3年以内毎，建築設備・防火設備は1年以内毎）の点検・診断等を引き続き実施す

るとともに， その分析・反映等の仕組をより実効性の高いものにすることにより，

施設の状況をより的確に把握し，維持保全を確実に実施する。 これまでの取組により，

保全実態調査で｢施設の保全状況」が「良好」 （総評点が80点以上）と判断され

る施設(宿舎を除く)は80%以上の割合となっているが, この状況が更に維持･

改善されるよう， 引き続き取組を継続する。

2．基準類の整備

施設の定期点検については，建築基準法，官公庁施設の建設等に関する法律等で実

施方法が定められ， また，支障がない状態の確認については， 「国家機関の建築物

及びその附帯施設の保全に関する基､準」 （平成17年5月27日付け国士交通省告

示第551号）で建築物の各部の状態とその確認方法が定められているところ， 引

き続きこれらに基づく点検，確認を実施する。 また，裁判所において定めている保

全に関する事務の取扱いについても， 引き続き通達等に基づいて実施する。その上

で， 関係法令の改正その他の情報を幅広く収集しながら保全業務の在り方を不断に

見直し）基準類の整備とこれに基づく点検，確認の一層の充実化，実質化を図る°

3．情報基盤の整備と活用

裁判所において定めている保全に関する事務の取扱いに基づく点検・診断の結果に

関し，必要な情報をさらに効率的・効果的に収集して蓄積・更新した上， これを適

切に管理。分析して活用し，施設の現状と課題をより的確に把握することにより保

全の適正化を図り， メンテナンスサイクルを適切に機能させる。

4．個別施設計画の策定・推進

すべての対象施設について， 中長期保全計画等による個別施設計画が作成されてい

るところ， さらに，点検・診断及び修繕・更新等の過程を通じて必要な情報を効率

的・効果的に収集し， これを適切に分析・反映した個別施設計画の策定を推進する。

5．新技術の導入

点検・診断や材料。工法等に関し，関係省庁とも連携の上， より効率的かつ効果的

な長寿命化に資する新技術の情報収集及び導入に努める。

6． 予算管理

最高裁判所は，施設に関する情報を的確に評価し，対応の必要性・緊急性や必要な

対策費用等を検討の上，将来必要となる費用の全体を見通しながら優先順位を検討

するなどして,予防的な施設計画を策定し，計画的に投資を実施することなどによ

り，修繕・更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平準化を図る。

4



7，体制の構築等

施設の管理者は，点検・診断の結果に基づき中長期保全計画等を策定し，各対象施

設の施設保全責任者は， 中長期保全計画等に従い，保全に関する業務を適正に実施

するとともに，必要な情報を蓄積。更新する。

：高等裁判所は， これらの情報を適切に管理・分析して，管内における施設の現状と

課題を把握し； これを踏まえて実効的な保全を実現する。

最高裁判所は， これらの計画全体を総合的に評価することにより， メンテナンデスサ

イクルが適切に機能しているかを確認し，総合調整等を行う。

また，既にすべての対象施設に施設保全責任者が設置されているところ，最高裁判

所及び高等裁判所は，専門知識や経験の少ない施設保全責任者及び保全担当者に対

する情報提供を行うなど,保全業務の充実･適正化に向けた指導を総合的に推進す

る。

フオローアップ計画

裁判所は，本行動計画を継続し発展させるため， 「V・必要施策に係る取組の方向性」

に沿った取組を引き続き充実させる。併せて，本行動計画の取組状況を把握し，必要な

検討を行うとともに，必要に応じて公表及び官庁施設における長寿命化計画に関する連

絡調整会議に対する情報提供を行う。

5



【資料20】

最高裁経監第341号

（会ろ－12-A)

平成31年3月25日

高等裁判所長官殿

地方裁判所長殿

(鑿駕駕=条‘ゞ ］家庭裁判所長殿

最高裁判所事務総局経理局長笠井之彦

公共調達における適正な会計事務について

公共調達の適正化については， これまでも下記の点1

つ，法令等を遵守するとともに，競争性や透明性を確｛

ただくようお願いしてきました。

各庁におかれては，適正な会計処理に取り組んでい7

な会計事務について

一つ，

各庁におかれては，適正な会計処理に取り組んでいた

（通知）

これまでも下記の点につき，これまでも下記の点につき， 格段の配慮を行いつ
■

競争性や透明性を確保した会計処理を実践してい

だいているところですが，

これまでの取組により適正性が向上した部分があるものの，依然として事務処理上

の課題も少なくありません。今後も継続して，適正化の趣旨・目的の実質的な理解

を深めるとともに，組織として所属職員に対する公共調達の適正化に関する意識向

上への取組を行う必要があります6

このような問題意識の下，今後も，公共調達の適正化に向け，下記の点に留意し

た上，各庁において，契約事務取扱基準等や事務処理態勢の見直しを図るなど，主

体的。自律的な取組を継続してください。

記

随意契約の適正化について

随意契約については，各会計法令並びに昭和45年1月6日付け最高裁経監第

1



1号経理局長依命通達「随意契約による場合の予定価格等について」及び平成1

8年9月6日経監第001063号経理局長通知「公共調達の適正化について」に基づ

き，競争性・透明性の確保を一層推進すること。

予定価格の積算や見積書の徴取については，価格の公正性・適正性を確保する

ため，予算決算及び会計令第79条，第gO条，第99条の5,第99条の6の

規定のほか，契約事務取扱規則等の関係規範及び各庁が定める契約事務取扱基準

等に則り，適切に実施すること。

また，各庁における内規，契約事務取扱基準等については，その制定の目的等

を担当職員に周知徹底し,内容が形骸化しないように配慮するとともに，会計事

務手続の根拠となる会計法令等を常に確認することによ’りシ安易に前例踏襲を続

けることがないように不断に注意を払う必要がある。

2会計書類の適正管理について

見積書納品書､作業完了報告書,請求書等の会計書類の提出を受けた際には，

漏れなく正確に記載されているかについて精査した上，記載に漏れや誤りがあっ

た場合には，確実に補正させること。特に，日付のない会計書類については，会

計事務処理の適正さに疑義が生じないよう，確実に日付を記載させるなど補正を

求めること。

また，提出を受けた会計書類については，平成24年12月6日付け最高裁秘

書第003545号事務総長通達「司法行政文書の管理について」及び同日付け最高裁

秘書第003547号秘書課長通達「下級裁判所における司法行政文書の管理の実施等

について」による管理を確実に行うこと。

3監督・検査の適切な実施について

契約の適正な履行を確保するため；監督職員及び検査職員については，会計法

第29条の11各項の趣旨を踏まえ，的確な監督及び検査を実施できる職員を任

命すること。

任命にあたってば， しかるべき動機付けを行うとともに，予算執行職員等の責

任に関する法律の「予算執行職員」 として，同法に定める義務及び責任について

十分認識させる必要がある。



検査職員は，政府契約の支払遅延防止等に関する法律の規定に留意しつつ，履

行完了後に,実質的な検査を実施した上，検査完了後,検査を行った事実に即し

た検査調書を作成し，適切な保管等に努めること。

なお,監督職員及び検査職員の能力向上を図叺契約のトラブルを防止するた

めの方策についても，各庁の実情を踏まえて，策定し,実施するのが相当である。
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研究会の全国への同時配信を始めきす璽,(資料2’
－－ﾏー

司研では,研究会等のカリキュラムの一部を全国の裁判所に配信します。

裁判官の皆様へ苧同時配信の傍聴にあたってのお願い～

TV会議機器･会場の予約は,各庁の担当者において行っていただきますが，

☆しジユ承等の資料の印刷等
☆配信当日のTV会鎌機器による接続・切断操作
‘☆配催終了後の配信会場の潟灯・施錠

は,原則として裁判官I=おいて行うていただくようお願いいたします。

配信予定カリキュラムの確認方法･資料の入手方法 TV会謹システム等の接鏡先
J･NETポータル内の｢司法研修所情報データベース(ケンサン)｣に， 司研の配信用サーバとには,カリキ』

配信予定カリキュラムと配信カリキュラムの資料を掲載します。 になります。 ．
司研の配信用サーバとには,カリキュラム開始15分前から接続が可能
になります。 、

以下のIPアドレス宛に発信操作を行ってください。

男■■■
TV会議システム機の場合
J･リンクシステム機の場

※接続した後は,各庁の音声が司研に届かない設定になっていますが，念の
ため，各庁のテレビ会議機器等のマイクを「消音設定』にしていただきます
ようご協力をお願いします。

※支部等に同時接続を行う際は，各庁の担当者の指示に従ってください。

注意1 1

傍聴に先立ち,各庁において配信カリキュラムの周知や募集がされま
すが,各庁のﾃﾚビ会議機器や会場の予約状況等により,同時配信が
実施されない場合があります。

支部等への同時接続の実施の有無は,各庁の判酬=よることとなり，
必ず実施されるものではないので,ご了承ください。
講師との関係上,同時配信の録音･録画は行わないでください。

※配信予定カリキュラムは,研究会の原則4か月前から掲載します。
※資料は力'ﾉｷｭﾗﾑ実施日の原則3開庁日前から掲載しますが,
都合により,直前の掲載になる場合もありますので,ご了承ください。
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裁判所職員総合研修所の概要

裁判所職員総合研修所の組織等について
I ● ◆ O G

裁判所職員総合研修所(以下「総研」 という。裁判所職員総合研修所(以下「総研」 という。

1

）は， 「研修部門」 と 「事務局

部門」に分けられています。

研修部門は,裁判所書記官研修部(以下「書研部」 という。 ） ，家庭裁判所調
。 。 、

査官研修部.(以下「調研部｣ という｡､ ）及び一般研修部の三つの部に分けられて

います。このうち，書研部は，裁判所書記官(以下"[書記官」という。 ）及び裁

判所速記官の執務に必要な理論及び実務に関する研修並びに書記官の養成を,調

研部は,家庭裁判所調査官似下「家裁調査官」という｡ ）の執務に必要な理論

及び実務に関する研修並びに家裁調査官の養成を,堂般研修部はその他の研修を

それぞれ担当しています｡

このほか，書記官の事務について研究する第一研究室及び家裁調査官の事務に

ついて研究する第二研究室が置かれ,各研究室では，各種研究の企画及び実施の

指導，総研所報等に掲載する論文;研究結果報告書等の監修，各種法改正に関す

る資料及び情報の収集，分析等を行っています。

2総研における研修実施の基本的な考え方

社会経済情勢の変化や価値観の多様化等に伴い，裁判所を取り巻く状況も大き

く変容してぎました。これに合わせ，総研においても,国民の期待や負託に応え

ることができる裁判所職員を養成し，育成していくという観点から,現在及び将

来にわたる事務の質の確保を目指した諸施策の進展状況も踏まえつつ，各種研修

及び養成課程を計画，実施してきました。

またI適正迅速な事件処理のため,裁判官を含めた職種間で,それぞれの職務

についての相互理解を深めた上で，関係職種間の連携強化を目的とする研修の充

実強化を図ることに力を入れており，裁判官と合同で研究するのがふさわしいテ

ーマについては，司法研修所（以下「司研」 という。 ）と合同で研修を実施する

1
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ほか，研修のテーマが総研内の各部で共通である場合については，各部が合同で

研修を実施しています。

3令和2年度研修実施計画について

上記の総研における研修実施の基本的な考え方に加え，①裁判所を取り巻く状

況の変化に適切に対応し， 自律的に執務を遂行することができる職員の育成を図

る,②各職場におけるOJTとの効果的な連携を意識した研修の充実を図る,③

裁判官を含めた各職種間で，それぞれの職務についての相互理解を深めた上で，

関係職種間の連携強化を図る，④社会情勢の変化や法改正の趣旨等を踏まえ卜時

宜に応じた課題に対応するとの観点から，全ての研修についての内容・科目の拡

充を図りつつ，一層充実した研修の実施に努めていきたいと考えています。

また,各職種共通の組織課題として，組織運営の適正の確保や障害者等に対す
かん′ ・

る配慮を含む人権意識の酒養等についても，効果的な研修の在り方を検討し，カ

リキュラム等に反映させていきたいと考えています。

4研修

（1） 管理者｡，中間管理者

職種間連携を前提.とした組織運営の在り方を意識させるとともに，効果的な

人材育成のための態勢整備・環境整備を図ることをねらいとする科目を実施し

ています。また,最新の施策に関する講義や共同討議などにより，様々な気付

きを得る機会を与え,自己研さんの意識付けを図るなど，それぞれの役割を明

確に意識させることを主眼としたカリキュラムの充実に取り組んでいます。

ア管理者

首席書記官研究会，首席家庭裁判所調査官研究会，事務局長研究会，管理

者研究会等の幹部職員を対象とする研究会を実施し，組織が直面する課題の

認識を共有するとともに,より広い視点から，適切に組織全体をリー液して

いくための視点の獲得等に重点を置いたカリキュラムとしています。

イ中間管理者

2
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平成30年度までは，全ての職種の中間管理者を対象とする研修について

裁判部所属者と事務局所属者に分けて実施していましたが，令和元年度から

は， これらを統合した上で， さらに中間管理者として‘の執務経験及びポスト

に応じて二つの階層に分けて中間管理者研修Iと中間管理者研修Ⅱとして実

施しています。これらの研修ではj管理能力の向上に加え，職種間・部署間

連携の意識や組織全体の観点から最適なものを見極める目など，それぞれの

階層に応じて求められる能力の向上を図っています。

(2) 書記官・家裁調査官

各種実務研究会において，書記官事務の整理の考え方や行動科学の知見等に

基づく事実の調査と調整を担う家裁調査官の役割･機能を踏まえた共同討議を

実施するなど，各職種間の連携強化を図りながら，的確な職務遂行を実現して

いくための視点の獲得等に重点を置いたカリキュラムを実施しています（各日

程の一部を司研の研究会と合同で実施しています。 ） 。

ア書記官

書記官ブラジシュアップ研修（高裁委嘱）は, 「事務の法的根拠を確認し，

その目的を見定め，常に合理的な事務を追求できる書記官」を育成していく

ため，書記官任官後に全国共通のカリキュラムで行われる唯一の研修です。

本研修については，令和2年度から，書記官事務の整理の考え方に基づき問

題を把握し解決する能力の向上及び組織的な視点の酒養を図るカリキュラム

を充実させるなど, 当該研修の目的を達成するためのカリキュラムの最適化

を図る見直しをする予定です。

イ家裁調査官．

家裁調査官任官後の研修について，現在の家庭裁判所及び家裁調査官を取

り巻く社会情勢を踏まえ，家裁調査官が客観的科学的な調査事務を確実に実

践していくための能力向上に向けて,中央研修が果たすべき役割を改めて検

討した上で，所要の改編を行い，平成28年度から実行しています。

3
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（3） 事務官（係長等）

各庁の総務・人事・会計の各分野の係長・専門職を対象とする研修において，

＝ 担当事務に関する諸課題や専門的知識に関する講義等を行う．とともに，関係職

員等との連携・協働を踏まえた円滑かつ適切な係運営の在り方，その実現のた

めに重要となる視点や考え方，効果的な働き掛けの方法等について， 「働き方

改革｣の観点も取り入れ，共同討議等を行うこととしています。また，事務局

事務を遂行する上で基盤となる知識や考え方の習得に重点を置いたカリキュラ

ムの充実強化を図っています。

5研究

第一研究室では，令和元年度の書記官実務研究として’ 「商事非訟事件及び借

地非訟事件に関する書記官事務の研究｣をテーマとする研究を行っています。そ

のほか，過去の実務研究報告の復刻・補訂作業を行っており，平成s1年3月に

は, 「民事上訴審の手続と書記官事務の研究」の補訂版を刊行しました。

、 第二研究室では，令和元年度家裁調査官実務研究(指定研究) として， ｢調査

面接の基本的な姿勢及び技法に関する研究」をテーマとする研究を行っています。

6養成課程

（1） 書記官養成課程

令和元年度は，第一部第16期研修生202人（このほかに特許庁からの受

託研修生1人） ，第二部第’5期研修生（2年生） 59人，第二部第16期研

修生（1年生） 68人（いずれも令和元年12月1日現在の人数）で研修を実

施しています｡

法律科目と実務科目の効果的な連携に留意し，実務における書記官事務に即

した形の演習を積極的に取り入れています。また，書記官事務の整理の考え方

を酒養させるためのカリキュラムや，職種間の連携及び協働の在り方について

検討させる家裁調査官養成課程との合同カリキュラムなど，参加型,討論型の

演習も実施じています。

4
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（2） 家裁調査官養成課程

令和元年度は，第15期研修生39人，第16期研修生45人で研修を実施

しています｡

家裁調査官の役割・機能である事実の調査や調整を行うために必要な行動科

学の知見や技法を体系的に習得させるとともに，グループ討議により多角的な

視点で組織的に事件処理を行う姿勢を身に付けさせ，組織性の酒養にも重点を

置いたカリキュラムを実施しています。

7総研の今後の取組と情報発信

（1）今後の取組一 ：

効果的な人材育成を行うに当たつては，集合研修を担う総研においても，書

記官及び家裁調査官をはじめとする裁判所職員の育成目標を見据え，養成課程

の一層の充実を図り,OJTと集合研修（中央研修，高裁委嘱研修及び自庁研

修） との連携を意識しながら，また, IT化後の書記官事務等の新しい課題を

も見据えながら， 引き続き，研修内容の見直しを行って研修の充実を図ってい

きたいと考えています｡

(2) 総研の刊行物について

総研の刊行物として，総研で行われた各種実務研究会の結果要旨や研修実施

結果等を掲載した「総研所報」 と，書記官の研究論文を掲載した「書記官実務

研究報告書」 ，家裁調査官の研究論文を掲載した「家裁調査官研究紀要」があ

ります。

(3)総研コンテンツにもいて

JoNETポータルの総研コンテンツにおいて，実務研究会の結果要旨， 中

央研修や養成課程の状況及び文献情報など，執務に役立つ情報･資料等を提供

しているとともに， 「総研ニュース」を毎月’回掲載して総研の最新情報を発

信しています。

5
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第1研修

1中央研修

(1)管理者層
ア管理業務系

イ研修事務系

~蒜~一一
一ー一

一一

1

息；号 名 称 目 的
歩
二
二
｝

■
ｊ
○

雪
竜 志場所 実施時鈎

０
■
．

■
画
■
同
酔 3間 人員 対象者

1 首席書記官研究会

首席書記官として必要
な指導監督等に関する

C 申

研究を行うことによ
り ， 総合的な組織運営
能力の向上を図る･

裁判所職員
総合研修所

2. 9.16（水）
～9.17(木）

2日

■ ●

約30
地・家・簡裁
の首席書記官

2

首席
家庭裁判所
調査官
研究会

第1回

＝ーー今■■■■一一一~ローp－q

第2回
U c

ゆ

首席家裁調査官として
必要な指導監督等に関
する研究を行うことに
より》総合的な組織運
営能力の向上を図る･

裁判所職員
総合研修所

2， 9． 3(木）
～9． 4(金）

－－－■ぬ一・一‐＝‐■q■‐■■1■■b■■

2.11.17（火）
～11.18(水）

2日

画一■、○一■■■、

2日

8

●

のー‐ｰ‐の｡

50

高裁所在地の
首席家裁調査
宮

首席家裁調査
官

3 事務局長研究会

事務局長として必要な
指導監督等に関する研
究を行うことにより，
総合的な組織運営能力
の向上を図る･

裁判所職員
総合研修所

3. 2.18(木）
～2.19(金)

2日 約20
地・家裁の事
務局長

4

管理者研究会
（組織運営）

※司研合同

支部運営を始めとする
組織運営に関する研究
及び討議を行うことに
より，幹部職員として
の管理能力の向上と意
識の高揚を図る。

司法研修所
及び
裁判所職員
総合研修所

ｊ
ｊ
火
木
く
く
９
１
１
２

５
５
２
－ 3日 約60

次席書記官,次
席家裁調査官，
総括主任家裁
調査官(次席家
裁調査官の経
験がある者)，
長 ．

次

5

次 ： 席
家庭裁判所調査官等
研 究『会

次席家裁調査官又は総
括主任家裁調査官とし
て必要な指導監督に関
する研究を行うことに
より ’ 管理能力の向上
と意識の高揚を図る。

●

｡

裁判所職員
総合研修所

2. 9.23(水）
～ 9.25(金）

3日 未定
次席
官,
家裁

家裁調査
総括主任
調査官

6 管理者研究会

幹部職員として，その
職務を遂行まるために
必要な広い視野と高い
識見を習得させるとと
もに， 当面する諸問題
の研究及び討議を行う
ことにより，管理能力
の向上と意識の高揚を
図る 。

裁判所職員
総合研修所

ｊ
ｊ
月
金
く
く
３
７
，

１
１

●
●

４
４
２
《 5日

約
100

新たに局長(高裁
を除く｡）,次長 9
事務部長,首席
書記官,扶席書記
官,総括主任書
記官,首席家裁調
査官,次席家裁
調査官,総括主．

任家裁調査官,首
席技官(最高
裁)，次席技官
(最高裁)等に任
命された者

目 的 実力
Ｐ
ご
ロ
ロ
ロ
ワ
』 場献

ゆ
Ｐ

実施時期 期間 人員 対象者

研修実施計画及び研修
運営上の諸問題につい
て協議し，研修方針の
周知徹底を図る°

裁判所職員
総合研修所

3． 1．

～1．

ｊ
ｊ
木
金
く
く
７
８ 2日 25

高裁の次長
首席書記官，
高裁所在地の
首席家裁調査
官



(2)中間管理者層
ア管理業務系

図

イ研修事務系

１１

１
１
砦－－－－一

2

４
口
■ :号 名 称 目 的 実施場P

一

T 実. ；寵時期 麹 間 人員 対象者

8
中間管理者
研修I

第1回

‐口－1■w－－q■‐ー垂ロー戸

第2回

■一一ーｰ■、やロー‐ｰq■●pq

第3回

中間管理者として，そ
の職務を遂行するため
に必要な高い識見及び
管理技法を習得させる
ことにより，職務意識
の高揚と管理能力の向
上を図る。

裁判所職員
総合研修所

2．10 ●

～10.

ｊ
ｊ
火
金
ｌ
く
３
６
１
１

ー－ーーd■‐ーー‐一戸一一一一つローﾛ

3． 1.12（火）
～1．15(金）

由
‐や｡ロロロロー｡■，｡■し－－■■P‐■■ 。

3． 2． 2（火）

～2． 5(金）

各
4日

各
約80

昇任後おおむ
ね7年未満の主
任書記官若しく
は主任家裁調
査官,速記管理
官,速記副管理
官,課長補佐，
専門官,斑長又
は主任技官の
職にある者

9
中間管理者
研修Ⅱ

‐

第1回

‐画■■

ゅ

ロー‐■■一一ーｰ－－』

第2回

中間管理者として困難
な職務を遂行するため
に必要な広い視野と高
い識見及び管理技法を
習得させることによ
り，職務意識の高揚と
管理能力の向上を図
る 0

裁判所職員
総合研修所

2.10.27（火）
～10.29(木）

ー‐‐q■■■一m一一■｡□■‐‐｡○口車

2.12． 8(火）

～12.10(木）

各
3日

各
約80

訟廷管理官，
訟廷副管理官，
裁判員調整
官，課長，文
書企画官，企
画官，首席技
官，営繕企画
官（最高裁）
又は昇任後お
おむね7年以
上経過した主
任書記官若し
くは主任家裁
調査官の職に
ある者

10

主 任
家庭裁判所調査官
研 修

主任家裁調査官と･して
必要な指導監督能力の
向上及び管理者意識の
高揚を図る。

裁判所職員
総合研修所

2． 6．23(火）
～ 6.26(金）

4日 未定
主任家裁調査
官

語阜号 名 称 目 勺 実施場所 実力 K時期 無 間 人員 対象者
I

研修指導
研究会

第1回

←、

■b 』■‐‐‐口一一一q■‐P一口■

第2回

高裁委嘱研修及び自庁
研修の指導者を養成す
る ｡

裁判所職員
総合研修所

2． 6． 3（水）
～6．5(金）

‐‐‐3■I■q■q■‐■B一~■■q■q■。■－－｡｡

2.12.15(火）
～12. 17(木）

3‘日

3日

約40

P ■■I■‐‐。■●

約50

次席書記官，
総括主任書記
官
官
官

，
，
１

主任書記
訟廷管理
訟廷副管
理官，裁判員
調整官，次席
家裁調査官，
総括主任家裁
調査官,主任
家裁調査官，
総括企画官，
課長,文書企画
官,企画官,課
長補佐,専門官



(3)主として管理職以外の層(書記官･家裁調査官｡係長等）
§系

3

霜幸号 名 称 目 的 実施場所 実施隈
■
合
口 期 期間 人員 対苫ミ者

12
実務指導
研究会

民事

－－●ｰ‐一一q■ロ争の4■ロ－0

刑事

一一一q■一色一■、匂い争薗p－c

家事
f

●

ー

1■‐ローｰ■■‐●②｡●ローｰ｡

少年

書記官ブラッシュアッ
プ研修の指導者を養成
する 、

裁判所職員
総合研修所

2. 5.12(火）
～ 5.13(水）

ｰ■bq■■p●‐‐‐■Dーやー‐‐。■q■＝■■｡

25.12(火)
～ 5.13(水）

~－－－－今今一一一一一一一一一一■■匂

2. 5.14(木）
～

■■‐一一 ■■＝

●

5.15(金）
ーq■■■■■■■‐‐■■ー‐つ‐■

2.5.14(木）
～ 5.15(金）

各
2日
◆ ①

画一ロー‐ｰ｡

各
2日

約40

い‐‐‐ー‐‐
●

約40

、‐‐q■‐ウつ

約35

P ■、一一一吟一

約25

書記官ブラシ
シュアップ研修
の講師となる予
定の者

1

1

訂
牙

ｐ
ｎ
句
■

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人
再

ヨ 対象弓
蔭
も
可

13

家事実務研究会

※司研合同

家事書記官及び家事係
調査官の事務処理上の
諸問題について研究及
び討議を行うことによ
り職務遂行能力の向上
を図り， もって適正か
つ迅速な事件処理の推
進に資する。 0 甲

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

2.11．

～11.

4（水）
6(金）
3日
約
伽

家裁で家事事
件を担当する
書記官，家裁
調査官

14

少年実務研究会

※司研合同

少年書記官及び少年係
調査官の事務処理上の
諸問題について研究及
び討議を行うことによ
り職務遂行能力の向上
を図り，もって適正か
つ迅速な事件処理の推
進に資する。

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

2． 9． 9(水）
～9．11(金）

3日
約
･100

家裁で少年事
件を担当する
書記官，家裁
調査官

15
民事実務
研究会

第1回

※司研合同
■｡｡ 申■●■q■のq■q■●●の｡

ウ

■

第2回

民事書記官の事務処理
上の諸問題について研
究及び討議を行うこと
により職務遂行能力の
向上を図り， もって適
正かつ迅速な事件処理
の推進に資する。

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所
ーｰ口一一一一■■■■‐q■‐○口●

裁判所職員
総合研修所

2． 6610(水）
～6．11(木）

■

｡■ロq■･つ■ －－①■、q■－句■■p－－g■－

3． 1．21(木）
一
◆ 1.22(金）

各
2日

各
約50

高。地・簡裁
で民事事件を
担当する書記
官

16

刑事実務研究会

※司研合同

刑事書記官の事務処理
上の諸問題について研
究及び討議を行うこと
により職務遂行能力の
向上を図り,もって適
正かつ迅速な事件処理
の推進に資する｡、

司法研修所
及び
裁判所職員
総合研修所

ｊ
ｊ
水
木
く
く
８
９
１
１

１
１
．

１
１
２
一 2日 約50

高 ●． 地。簡裁
で刑事事件を
担当する書記
官

17

家事特別研究会

※司研合同

後見関係事件等の運用
をめぐる諸問題につい
て研究及び討議を行う
ことにより職務遂行能
力の向上を図り， もっ
て適正かつ迅速な事件
処理の推進に資する。

司法研修所
．及び
裁判所職員
総合研修所

へ

2．10． 8（木）
～10. 9(金）

2日 約50
家裁で後見関
係事件を担当
する書記官



子成る1士

2日以後II
雪に任命：
昔又は執f
努取扱書言
曽宗されf

4

18

家庭裁判所
調査官
特別研修

第1回

q■ロbロローーq■ロー■pq■q■■

第2回

。■■｡○●●■Dロロ●｡■｡、

第3回

行動科学等の更なる専
門性の獲得及び深化を
図り,現場の調査事務
の質向上に寄与させ，
的確な調査事務を追求
する能力の発展を図
る ｡

裁判所職員
総合研修所

Z10.20(火）
～10.23(金）

｡

－＝一一一一■■■■と－－－－－－■■一一‘
◆

2.12. 2（水）
～12． 4(金）

ゆ■、■｡p‐pPC－‐一一口画一一一句

3. 1．27(水）
～． 1.29(金）

4日

3日

のq■■■■■■■一q■

3日

告 ■各
約40

家庭裁判所調
査官実務研修
を終了した者
及び平成29
年度以前の家
庭裁判所調査
官応用研修を
終了した者

19
家庭裁判所調査官
応用研 修

専門的知識及び技能を
応用して，複雑困難な
事件についても円滑な
調査事務の遂行を確保
できる能力の向上を図
る ◎

裁判所職員
総合研修所

2． 7． 6（月）
～7.10(金）

5日 未定

家裁調査官任
官後， 3年以
上経過した者
のうち家庭裁
判所調査官実
務研修又は家
庭裁判所調査
官応用研修を
終了していな
いもの

20 速記官中央研修

裁判所が当面する諸問
題に関する理解を更に
深めさせるとともに，
裁判部の一員としての
職務意識の高揚を図
る ◎

｡ ~

●

■

裁判所職員
総合研修所

2． 7．1(水）
～ 7‘ ’2(木）

､2日 約20

速記官（速記
管理官及び速
記副管理官を
除く。 ）

21 総括執行官研究会

総括執行官の職務等に
ついて知識を付与する
とともに，研究，討議
等を行うことにより，●

総括執行官の役割や執
行官室の運営等につい
ての認識を深めさせ，
総括執行官としての識
見をかん養する。

裁判所職員
総合研修所

，． 7． 7(火）
～7． 9(木）

3日 未定 総括執行官

22 執行官実務研究会

社会の変化に的確に対
応できる事務処理能力
を身につけるととも
に，前例のない特殊困
難な事案等に対応でき
る知識や論理的思考力
を養う。

裁判所職員
総合研修所

3． 2． 2(火）
～2． 4(木）

3日 未定 執行官

23 新任執行官研修

職務遂行に必要な知識
を付与することによ
り，執務能力の向上と
職務意識の高揚を図
る 0

裁判所職員
総合研修所

2. 5.26(火）
～ 5.29(金）

4日



イ事務局事務系

サ

ウ研修事務系

催）新採用職員層

(5)その他

5 1

番号 名
タ
ロ
ｄ
ク

凸』

ジ
q

一

、 目 的 実施場所 実 寵･時期 鄭 間 人員 対象者

24

係長等
（総務担当）
研 修

D P

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る･

裁判所職員
総合研修所

●
●

０
０
１
１
２
－

ｊ
ｊ
火
木
く
く
６
．
８
3日 約50

■D

局 地・家裁
本庁の総務事
務を担当する
係長,専門職

25

係 長 等
（人事担当）
研 修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る 0

裁判所職員
総合研修所

2.10.20（火）
～10.22(木）

3日 約70

高・地・家裁
本庁の人事事
務を担当する
係長，専門職

26 （
係 長 等
会計担当）
研 修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る6

裁判所職員
総合研修所

2.11.10(火）
～11.13(金）

4日 約60

高・地§家裁
本庁の会計事
務を担当する
係長，専門職

璽
串
膜昏号 名 称 目 的

館
二
一

エ
ｈ
期

雪
宮 §場所 実施時期

■
ｑ
ｊ
ｃ 罰 間 人員 対象者

27

タ 写

研修事務担当者
研 修

研修の企画，実施等に
必要な知識及び技能を
付与することにより，
執務能力の向上と職務
意識の高揚を図り，
もって高裁委嘱研修及
び自庁研修の充実を図
る ｸ

。

裁判所職員
総合研修所
■ ●

2. 6.16（火）
～6.18(木）

3日 約40

研修事務を担当
する高･地･家裁
の係長,専門
職主任

番号 名 称 目 的 実力E場所 実力画時期 期間 人員 対象者

28
総合職採用職員
初任 研修

将来の幹部職員の候補
者としての自覚を促
し，職務意識の高揚を
図る ｡

裁判所職員
総合研修所

●
●

４
４
２
－

ｊ
ｊ
火
木
く
く
７
９ 3日 未定

2019年度
裁判所職員採
用総合職試験
の合格者で，
新たに採用さ
れたもの

語穿号 名 称 目 的 実力§場所 実力画時期 期間 人員 対象者

29
情報セキュリティ
研 修

情報セキュリティの確
保に必要な知識等を習
得し＃情報セキュリ
ティ事故を未然に防止
するための方策の立
案｡実施に資するとと
もに，情報セキュリ
ティ事故が発生した場
合の対処能力等の向上

0 ｡

を図る｡

裁判所職員
総合研修所

2. 9.29(火）
～ 9.30(水)

2日 約60

情報セキュリ
ティ対策事務
従事者の事務
を補助する者
(管理職以上
の者）



I

イ採用試験事務関係

1

r7CA関係

6

30
情報処理
研修

第1回

≠U■‐■■や毎一●｡■■■■ー■■一旬

第2回

情報化の推進に向け
て，職員全体のレベル
アップを図るための指
導的役割を果たす者を
広く養成する。

裁判所職員
総合研修所

2. 5.19(火）
一
。 5.21(木）

一■■牟一中一口●ロロ■■■口一一■｡■■

2. 5.26(火）
～ 5.28(木）

各
3日

約60
◆

◆

。~－－ｰーー

約60

情報化の推進
に指導的役割
を果たすこと
が期待される
行f職員（家
裁調査官を除
く。 ）

31

● ●

裁判事務支
援システム
(簡裁民事
・支払督促
・高裁刑事
・簡裁刑事
事件部分）
導入研修

第
１
回
第
２
回

第
３
回

高裁刑事
簡裁刑事

毎

■■口■Pー■pローｰ‐q■

簡裁民事
支払督促
ぬゎｰ｡ー一一一Pｰ

高裁刑事
簡裁刑事

■。■q■‐‐｡｡←一年

簡裁民事
支払督促
b‐‐ロ■一一‐ｰーー'

高裁刑事
簡裁刑事
、

ローー ｰq■ー~‐■、4■｡

簡裁民事
支払督促

裁判事務支援システム
（簡裁民事・支払督
促・高裁刑事･簡裁刑
事事件部分）の円滑な
導入に向けて中心的役
割を果たす者を養成す
る 。

裁判所職員
総合研修所

2. 5.12(火）
～ 5.13(水）

ﾄｰ●■●■ロー‐ロー‐■ロn口や■b一一一』

2. ,5.13(水)
～ 5.14(木）

‐ｰ■■‐■1■q■q■p－pq■‐や4■｡｡■●

2． 6． 9(火）
｡～ 6.10(水）

ー■■－ー＝ー■■■■ローーーロ一一一■■■■■

2． 6． 10(水）
～ 6.11(木）

‐ｰロq■g■‐■、 。■一戸一－一一ローーー●

2． 9． 1(火）
～9． 2(水）

■■ー‐1■■、‐Q■‐ー■■毎■p‐｡｡｡｡－口

2． 9 。寺 2(水）
～9． 3(木）

各
2日

未定

や●●■■ロー■■

未定

h ■■■■－■■■■■■

未定

●

ゅ q■●ローq■■

未定

ゅ

トー一今今一の

未定

,画一‐‐‐画
●

未定

裁判事務支援
システム（簡
裁民事q支払
督促・高裁刑
事。簡裁刑事
事件部分）の
導入事務を担
当する職員

番号 名 ラ
吟
込
、 目 的 実施場面

■
■

実施時＃ ， 期間 人員 夫 象者

32
採用試験事務担当者
研究会

採用試験事務に必要な
知識及び技能について

の研究を行うことによ
り ,

図る

執務能力の向上を
。

裁判所職員
総合研修所

2． 5下旬 1日 未定
採用試験事務
を担当する管
理職員等

霜穿号 名 称 目 的 実力回場所 実施時期 期間 人員 対象者

33
CA研修
実務試験

、〃一

月Ⅲ 期
研修

‐画一一一一＝ｰ■■ー‐ー｡‐■

実務
研修

■■‐P■■■■■■■■■■■■■■つ■■■－画

後期
研修

書記官の執務に必要な

学識及び実務知識並び
に職務遂行能力の有無
を判定する。

裁判所職員
総合研修所
一‐ーー■■‐‐‐■■ロ‐一一画一

実務研修
実施庁

G

ｰ‐一一‐ヂーローーーロ｡■｡

裁判所職員
総合研修所

2. 6.25(木）
。
一 7.15(水）

‐ー‐■、■P‐ロつq■pC－｡一一‐‐ー◆

2．
～

7.17（金）
8.21(金）

やロロ●‐一‐■B‐ー●坤一一＝‐－－－

2. 8．24(月）
～ 9,11(金）

15日

‐一口~ーの●

23日

15日

未定

裁判所書記官
任用試験の第
2次試験に合
格した者



2高裁委嘱研修

(1)管理者層
管理業務系

(2)中間管理者層
業画務系

(3)主として管理職以外の層(書記官･家裁調査官･係長等）
ア裁判事務系

回

7

番号 名 称 目 的 実施場眉
■
Ｐ

実 寵時期 鱒 間
口

人員 対 象者

34

次 席
家庭裁判所調査官等
実務研究会

高等裁判所で実施す
る委嘱研修及び高裁
ブロック研修の運営
等について研究及び
討議を行うことによ
り，研修等の充実及
び改善に寄与させ
る。

の

裁判所職員
総合研修所
｡ (分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

1日 未定
次席家裁調査官，
総括主任家裁調査
官

急芽号 名 称 目 的 実力画場所 実力画時期 期間 人眞 対象 者

35

● ｳ

新任中間管理者
研

ゆ

修

職務遂行に必要な管
理能力及び管理技法
を付与することによ
り，中間管理者とし
てふさわし.い職員を
養成する。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む｡ ）
又は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

5日 未定

新たに主任書記
官,訟廷管理官，
訟廷副管理官，裁
判員調整官，主任
家裁調査官，速記
管理官”速記副管
理官,課長,文書企
画官，企画官，課
長補佐,首席技官，
斑長（最高裁） ，．

主任技官（最高裁
を含む） ，地裁本
庁所在地にある検
審局長等に任命さ
れた者

番号 名 称 目 的 実施場所 実
ｌ
■
用
■
■
■
ワ§時期 期間 人員 対象者

36

書記官
ブラシ､シュアップ
研 修

中堅書記官に求めら
れる思考力・表現力
等を執務で十分に発
揮できるよう，基本
的資質・能力を磨
き，執務の質の向上
につなげる契機とす
る 。

Q ■

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
G

○
又は

高等裁判所

0 C

7月から9月

までの間で実
施機関が適宜
決定

5日 未定

書記官任用資格取
得後5年以上の者
(中間管理者以上
の者を除く。 ）

37
家庭裁判所調査官
実務研究会

家庭事件の調査上の
諸問題について研究
及び討議を行うこと
により，調査実務の
充実及び改善に寄与
させる。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含

む｡ ‘）
又は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

3日 未定
主任家裁調査官
家裁調査官

●
〃
ロ
、



I

控）事務官層

8

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

38 新任係長研修

職務遂行に必要な知
識及び技能を付与す
るこ､とにより係長と
してふさわしい職員
を養成する。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

C

Q

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

3日 未定

ー

新たに係
された者

、

長に任命

39 事務官専門研修

総務，人事及び会計
の各分野について，
その事務を処理する
ために必要な専門的
知識及び技能を付与
することにより，事
務局において中核的
役割を果たしている
事務官の執務能力の
向上を図る°

裁判所職員
総合研修所
. (分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

2 ～

3日
未定

採用後7年以上の
行(一)事務官（専門
官以上の職にある
者を除く。 ）

息 阜号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人
弓
＝
一

言 対象者

40
ジャンプアップ
研 修

職務での問題点の発
見と改善等について
研究及び討議を行う
ことにより ， 仕事の
進め方に関する基本
的な能力を向上さ
せ，中堅事務官とし
てふさわしい職員を
養成する。

●

む

裁判所職員
総合研修所

P

か

(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

3日 未定

採用後7年以上1
o年未満の行H事
務官(係長専門
職以上の職にある
者及び書記官又は
家裁調査官の任用
資格を有する者を
除く。 ）

41 事務官法律研修

通信研修及び面接研
修を通じて基礎的な
法学教育を行うこと
により，資質及び事
務処理能力の向上を
図る 。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。）
又は

高等裁判所

通信研修
実施機関が
適宜決定

○ぬ｡●、｡●q■一Pーロー‐ロー‐一口 －1■争いロ●凸

面接研修
実施機関が
、滴官決岸

約
250

採用後1年以上の
行H事務官（書記
官又は家裁調査官
の任用資格を有す
る者，総合職(I
種，上級）試験合
格者等を除く。 ）

署寄号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

42 新採用職員研修

国民全体の奉仕者と
しての使命を自覚さ
せるとともに裁判所
職員として必要な基
礎的知識を付与し;
裁判所職員にふさわ
しい心構えをかん養
する 。

裁判所職員
総合研修所

。
■

(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

5日 未定
新たに採用された
職員（総合職採用
職員を除く。 ）



S自庁研修

(1)事務官層

皀師時難

（

(2)新採用職員層

(3)その他

9

一

宅穿号 名 称 目 的 実施場所

43
ステップアップ
研 修

本格的なジョブロー
テーションが始まる前
にその意義を理解さ
せ,動機付けを行うと
ともに，職務遂行能力
の向上を図り,事務局
事務等の一般的な知識
を付与する。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

2月から3月ま

での間で実施機
関が適宜決定

3日 未定
採用3年目の行H
事務官,行H技官

番号 名 称 目 的
。
こ
う菖施場所 実.施時期 期間 人員 対象者

44
フオローアップ
セ ミ ナ ＝

裁判所職員として必要
な基礎的知識を確認さ
せ，幅広い視野で職務
を遂行する姿勢をかん
養する｡

高等裁判所
地方裁判所
家庭裁判所

①2月及び3月
中で実施機関が
適宜決定
②実施機関の実
情に応じて，①
に定める日に加
え,i実施機関が
適宜決定

約
3日
未定
採用後1年程度を
経過した行H事務
官，行(一肢官

45
､フし ツ シ

セ ミナ

ユ

a

職員として当面必要な
知識を付与し，職場へ
の円滑な定着を図る･

高等裁判所
地方裁判所
家庭裁判所

採用後勤務初日
及び2日目

2日 未定
新たに採用された
職員

番号 名 称 目
二
■
■
■
■
■ 勺 実施場所 実力面時期 期間 人員 対象者

46 高裁ブロック研修

職務遂行に必要な知
識
せ

，

,

技能等を習得さ
執務能力の向上と
職務意識の高揚を図
る ｡

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

実施機関が適宜決定 高裁管内に勤務す
る職員

47 自庁研修

知
さ
と
図

な
得
上
を

職務遂行に必要
識，技能等を習
せ，執務能力の向
職務意識の高揚
る。

最高裁判所
高等裁判所
地方裁判所
家庭裁判所

実施機関が適宜決定

印 6

最高裁，高地家簡
裁に勤務する職員



4研究

10

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

48 合同実務研究

異なる職種の職員に
裁判所の職種間の連
携，協働に関する研
究を共同してさせる
ことにより，実務の
改善及び向上に寄与
させる。

研究員が
所属する
裁判所

2． 9

～3． 3
7月 未定

書記官，家裁調査官
等

49 書記官実務研究

書記官実務における
諸問題について，体
系的かつ実証的な研
究をさせることによ
り ， 実務の改善及び
向上に寄与させる。

裁判所職員
総合研修所

2． 4

～3． 3
1年 2 書記官

50

家庭裁判所調査官
実務研究
（個人及び

共同研究）

同 上

（指定研究）

家庭事件調査実務に
必要な理論及び技法
に関する実証的研究
を行わせることによ
り , 調査実務能力の
向上に寄与させる。

研究員が
所属する

家庭裁判所

研究員が
所属する
家庭裁判所
及び

裁判所職員
総合研修所

2． 7
●

～3． 3

2． 4

～3． 3

8月

1年

未定

6

(個人研究）

家庭裁判所調査官実
務研修又は家庭裁判
所調査官応用研修を
終了した者
（共同研究）
家裁調査官

家庭裁判所調査官実
務研修を終了した者
及び平成29年度以
前の家庭裁判所調査
官応用研修を終了し
た者

51

家庭裁判所調査官
関係機関特別研究
(家事及び少年
関係機関につ
いての研究）

同 ー上

(心身の鑑別につ
いての研 究）

同 一上

(更生保護につ
いての研究）

関係機関における業
務の実際に関する研
究を行わせることに
より 》 調査実務能力
の向上に寄与させ
る 。

派遣先
関係機関
及び

研究員が
所属する

家庭裁判所

矯正研修所
及び

研究員が
所属する
家庭裁判所

法務総合研
究所及び

研究員が
所属する
家庭裁判所

2． 7

～3． 3

3． 2
一一〃 3

2． 5

〃、〃 7

8月

1月

2月

未定

3

3

家庭裁判所調査官実
務研修又は家庭裁判
所調査官応用研修を
終了した者

家庭裁判所調査官実
務研修を終了した者
及び平成29年度以
前の家庭裁判所調査
官応用研修を終了し

た者

家庭裁判所調査官実
務研修又は家庭裁判
所調査官応用研修を
終了した者



5委託研修

11

急穿号 委託庁 名 称 人 員

52 人事院 行政研修（課長補佐級） 未定

53

54

55

56

57

58

財務省

会計事務職員研修

会計事務職員契約管理研修

予算編成支援システム研修
4 ●

予算担当職員初任者研修

決算書作成システム研修

会計監査事務職員研修

未定

59 国税庁 税務大学校本科特別研修 未定

60 総務省 情報システム統一研修
■ ●

未定



第Z養成

1裁判所書配官養成課程

Z家庭裁判所調査官養成課程

1

』

12

番号
立
口 I 。 第 実施時黛等 タ リ 間 人

二
二
一
【 対. 象

■

ロ

グ 旨

61
第

一一

部
第 17 期

2． 4， 6(月） 入所，第1期研修

3 ◆■

7,20(月)～実務修習
10. 1(木)～第2期研修
3． 1(月） 修了

1年 231
第一部入所試験合
格者で，最高裁が
指名したもの

62 第
e ■一

一 部

第16期
(2年生）

第17期
(1年生）

31． 4．

一 も

兀．

申 ■

4(木） 入所
4． 9(火).～裁判事務修習
9． 2(月)～第1期研修

2． 4． 1(水)～第2期研修
7.20(月)～実務修習
10． 1(木)～第3期研修

3． 3． 1(月） 修了

2． 4． 6（月） 入所
4． 9(木)～裁判事務修習
10.16(金)～第1期研修
3.4. 1(木)～第2期研修
7．

10.

下旬
上旬
一
一
実務修習
第3期研修

4. 3.25(金） 修了

2年

2年

68

78

第二部入所試験合
格者で，最高裁が
指名したもの

幕茅号
士
上
〆 月 実力回時期等 期間 人員 対象者

63 第 16 期

31． 4． 4(木） 入所
一
一
ｊ
ｊ
水
火
く
く
０
７
１４

５－兀
実務修習（予修期）
前期合同研修

7.22(月)～実務修習
2． 9． 1(火)～後期合同研修
3． 3． 1(月） 修了

■ ､

2年 45
平成31年度採用の
家裁調査官補で,最
高裁が指名したもの

64 第 17 期

2． 4． 6(月)、 入所

3．

4.10(金)～実務修習(予修期）
5. ‘7(木)～前期合同研修
7.20(月)～実務修習
9．中旬～後期合同研修

4. 3.25(金） 修了

◆ ■

2年 48

令和2年度採用の家
裁調査官補で,最高
裁が指名したもの



、

’
令和2年度研修実施計画一覧表(令和元年度との比較表）

O

*研修名の頭に付した記号は,◎は中央研儀○は高裁委嘱,鰯は自庁研修を表す。

一一一一の｡-の一色今今一

(2.1.22総研）

令I屯2年度

倦号 研修ヨ §等 実施時期 期間 人員

令和元年度

実施時期 期間 人員
備考

1 ◎首席書記官研究会
●

2.9.16(水)～9管17(木） 2 約30
Q

元.9.18体)～9ｺ9(木） ９
●

2 30

2
○百砺琴廷

査官研究会
戟判〃『鯛

■

回
回

１
２

第
一
第

2.9.3(木)～9.4(金)．

2.11.17(火)～11.18(水）

２
斗
２

－

8

50

元.9.5体)～9.6(金）
ー

元.11.19(火)～i1.20体）

2

2

8

50

3 ◎事務局長研究会 3.2,18体)～”9(釦 2 約20 2.2.20体)～2.21(釦 2 約20

4 ◎管理者研 2.5.19(火)～5.21(木）
ｸ

ゥ

3 約60 元.5.21(火)～5.23(木） 3 ･60
術
鋤
年度は司研と一部合同

5
g灰啼悪屋裁判Br鯛食圓零句ｹ尭

会 ．
2.9.23(水)～9.25(金） 3 未定 元.9.25(水)～9.27(金） 2.5 28 ★

6 ◎管理者研究会 2.4.13(月)～4.17(金） 5 約100 3L4.15(月)～4.19(金） 5 127
今

7 ◎研修計画協離会 3.1.7(木)～1.8伶） 2 25 2.1.9体)～1.10(金） 1.5 25 ★

8 ◎中間管理者研修I

第1回

第2回

第3回

2.10.13(火)～10.16(金）
一一●－－一－－－

3.1.12(火)～1.15<金）

3.2.2(火)～2.5(金）

４
４
４

０
０
－
０

８
８
－
８

約
約
一
約

元.10.15(火)～10.18(金）
－－－G－－－＝■｡－一

2.1.14(火)～1.17(金）
一● L p d q 一二■

■

一一一一一 ÷ －

2.2.4(火)～2.7(金）

4

4

4

79

80
■一一一一一

80

9 ◎中間管理者研修Ⅱ

回
・
ゞ
回

１
２

第
》
第

2.10.27(火)～10.29(木）
テ－．

2.12.8(火)～12.10体）
■

｡ ，

3

3

０
毛
０

８
．
８

約
約

ｊ
ｊ

木
一
木

く
一
く

１
２
３
１
◆
●

皿
一
理

一
一
一

脚
一
例

９
－
０

２
－
１

０
－
２

１
－
１

－
海
一
一
率

３
－
３

61
F aら 一一－一一一凸

59

10 ◎主任家庭裁判所調査官研修 2.6.23(火)～6.26(金） 4 未定 元.6.25(火)～6.28(金） 3．5 47
屯

0

★

、

11 ◎研修指導研究
凸

ム
ー

回
回

１
２

第
〃
第

2.6,3(水)～6.5(金）
一－－－一画→F望一一一一－一ｰ

2.12.15(火)～12.17.(木）

3

3

約40

約50

元障6.5(水)～6.7（金）
｡

－C－c‐一一一一一一■再■ｰの一一…■ー一

元.12.17(火)～12.19(木）

3

・ 3

． 、38
一0－●｡

44

12 ◎実務指導研究会

民事

事
一
事
一
年

■

一

刑
一
家
一
少

’

一

2.5.12(火)～5.13（水）

.．.~－ー。 ．‘･ー.~雲テデ。－.｡･･･.･ ･･一一・・・一.--

2.5.12(火)～5.13（水）

2,5.14体)～5.15(金）

2.5.14(木)～5.15(金）

・ ・ 2

－

２
－
２

2

細
一
細
一
繊
一
縦

● 由

一
一

ｊ
ｊ
－
勘
釦

淋
《
淋
一
パ
パ

処
Ｊ
ｌ
Ｊ
Ｊ

５
５
－
５
５

へ
一
一
へ
一

』

ｌ

ｊ

ｊ

伏
枕
休
休

４

４

６

６

１
１
１
１

５
５
５
５

●
●
。
●

一
元
一
元
一
一
元
．
一
元

－

２
２
－
２
．
手
２

－《

、

剣
妬
一
躯
型

la ◎家事実務研究会(※） 2.11.4(水)～11.6(金） 3 約100 元.11.6(水)～11.8(金）

q

3 100
令和元年度は司研と一部合同
で実施

14
●

◎少年実務研究会(※） 2.9.9(水)～9.11(金） 3 約1卯 元.9.11体)～9.13(金） 3 98
令和元年度は司研と－部合同
で実施

15 ◎民事実務研究会

第1回(※）
●●一一●I■■■■■■■■ ■一■■－■■

9 ．

第2回

2.6.10(水)～6.11(木）
一一一ｰ－－－.一己●P一一●じ● ＝◆－q■DB一一一・一一●■

3.1.21(木)～1.22(金）

各2
０
０
５
５
約
約

元.6.12(水)～6.13(木）
一◆一・も ｡－●一一L△c● ■“b-L■■●－－ー~一一

2.1.23(木)～1.24（金） ‘
旬

各2

50
一一一巳

50

令和元年度は司研と一部合同
で実施

16 ◎刑事実務研究会(※） 2.11.18(水)～11.19(木） 2 約50 元.11.21体）
〃
・
へ 11.22（金） .2 50

令和元年度は司研と一部合同
で実施.

17 ◎家事特別研究会(※）
P

2.10.8(木)～10.9(金） 2 約50
◆ 印 元.10.10(木)～10.11(金） 1.5 50

和令
★
元年度は司研と合同で実施

18
◎家庭裁判
特別研修

所澗査官

回
一
回
一

飢
一
純

第3回

2.10.20(火)～10.23(金）
ローーーーーー一宇一e－－ー■一一一一1■■■■－

2.12.2(水)～12.4（金）
争一一一一 e一＝一一

3.1”隊)~1.29(金）

4

3

a

－p

64 ､

3

約40

約40

約40

元.10.29(火)～11.1(金）
－■■■ーー■■－ー●■■ *ー■■■

● ■

■

一､‐■－－や｡ー

元.12.4(水)～12.6(金）

2.1.29(水)～1.31(金）

４
３
３

９
９
０

３
３
４

19 ◎家庭裁判所調査官応用研修 27.6(月)～7.10(金） 5 未定 元.7.8(月)～7.12(金） 5 52

20 ◎速記官中央研修 2.7.1(水)～7;2(木） 2
e

約20 元.7.3(水)～7.4(木） 1,5 20 ★

21 ◎総括執行官研究会 2.7.7(火)～7.9(木） 3 未定
隔年で実施

令和元年度は実施なし

22

0 .

◎執行官実務研究会 3.2.2（火）～2.4(木） 3 未定 2.2.4(火)～2.6体） 3 19

23 ◎新任執行官研修 2.5.26(火)～5.29(金） 4 未定 元.5.28(火)～5.31（金） 3.5 13 ★

24 ◎係長等(総務担当)研修 2.10-6(火)～10.8(木） 3 約50 元.10.1(火)～10.3体） 3 52

25 ◎係長等(人事担当)研修 2.10.20(水)～10.22(金） 3 約70

⑧ 守

元.10.23(水)～10.25（金） 3 71

26 ◎係長等(会計担当)研修 2.11.10(火)～11.13(金） 4 約60 元.11.12(火)～11.15(金） 4 59

27 ◎研修事務担当者研修
● 2.6.16(火)～6.18（木）

●

3 約40 元.6.18(火)～6.20(木） 3 39

28 ◎総合職採用職員初任研修 2.4.7(火)～4.9(木） ■

争

3 未定
◆

31.4.5(金)～4蕊9(火） 3 64

29 ◎情報セキュリティ研修 2.9.29(火)～9.30(水） 2 約60 元.10.8(火)～10.9(水） 1.5 66 ★

30 ◎情報処理研修
第1回

第2･回

2.5.19(火)～5.21（木）

2.5.26(火)～5.28(木）

●一一c

c

、 3
ーp●‐巳■■一G－一

3

０
０
６
６
約
約

元.5.21(火)～5.23（木）
－－－~･ロー‐－－－－－一

元.5.28(火)～5.30(木）

一一口一

旬

3

3

58
0

－一●一

60



備考欄に★がある研修については,令和2年度から期間の表記を端数を切り上げる形で改めた｡ただし，日程そのものは令和元年度と変わらない。

令和2年度 ．

曾号 研修名等 実施時弗 期間 人員

令和元年度

実施時期 期間 人員
備考

◎裁判事務支援シス
テム(少年事件部分）
導入研修

回
回
一
回
回

１
２
－
３
４

第
第
一
第
一
第

、
、
、
、

元.5ﾕ3(月)～5.14(火）
今一F ･ 一一 ■ － ▲ －

元.6.6体)～6.7(金）

１
１

体
一
吹

０
０

１
↑
１

孤
一
９

－
岬
へ

ｊ
ｊ

吹
一
明

９
９
７
９

一
元
一
一
元

２
２

ー｡一ー

２
－
２

54

“
一
妬
“

一

9

31

◎裁判事務支援シス・
テム(簡裁民事･支払
督促･高裁刑事･簡裁
刑事事件部分)導入
研修

第
１
回
第
２
回
一
第
３
回

高戯刑事

鰯鮫飛移

曲戯民事

支払督促
ｰq■

惑愛刑事

潤戯溺事

簡戯民審

文払督促

謹健弼事

簡餓洞亨

餌蝕民事
支払督促

2.5.12(火)～5.13（水）

2.5.13(水)～5.14(木）
一ー一－－－－－－－－－● ■4■

2.“(火)～6.10(水）
－－ ■一。 ＝一｡｡■ 一 = 一一G－－－ ＝

2.6.10(水)･～6.11体）

2.9.1(火)～9.2（水）

2.9.2(水)～9.3(木）

2

２
２
－
２
２
２

－
Ｆ

未定

未定

未定

未定

定
定
末
未

、
、
、
一
、
、
、

、
、

、
32 ◎採用試験事務担当者研究会 2.5下旬 1 未定 元.5.29(水） 1 28

33 ◎CA研修実務試験

前期研修

実務研修

後期研修

2.6.25(木)～7.15（水）

2.7.17(金)～8.21（金）

2.8.24(月)～9.11(金）

15
－一一一

23
－－－や 一ユー

15

未定

元.6.26(水)～7.17(水）
■一一一~e和一■e●

ひ

P■■■ｰ6－勾・0ｰ■－．－●一

ｊ
ｌ
ｊ

水
一
木

く
く

１

２

２
１

８
↑
９

－
↓
へ

ｊ
－
ｊ

金

金

く
く
９
３

１
↑
２

７
８

一
元
一
一
元

15
－－－p

23

15

57

34
○次席家庭裁判所關査官等
実務研究会．

実施機関が適宜決定 1 未定 実施機関力糖宜決定
●
Ｑ
■
ロ
ニ
ー 約70

35 ○新任中間管理者研修 実施機関力輔宜決定 5 未定 実施機関が適宜決定 5 316

0 ①

36 O書記官ブラッシュアップ研修
7月から9月までの間で婁施

織関が適宜決定
5 未定

7月から9月までの間で実施

機騨力輔宜決定
10.5 274

37 ○家庭裁判所調査官実務研究会 実施機関が適宜決定 3 未定 実施磯関力嫡宜決定
伊 ｡

3 約240

38 ○新任係長研修 実施機関力轤宜決定 3 未定 実施機関が適宜決定 3 251

39 ○事務官専門研修 実施機関力摘宜決定 2～3． 未定 実施機関力轤宜決定
◆

1.5～3 未定 ☆

40 ○ジャンプアップ研修 実施機関力植宜決定 3 未定 実施擬関が適宜決定 3 未定

41 ○事務官法律研修
通値研修
一一一~－合一一一一.一巴

面接研修

実施機関が適宜決定
司一◆一一､｡~●ｰ｡｡ー‐巳一●ｰー● 令一一

■

実施磯関力穂宜決定 ’
eg●＝●~~‐－

9～11

約250

実施機関が適宜決定

実施機関が適宜決定 ’
■4－－｡ U旬旬一一ー鐸一

9～11

272 一一

42 ○新採用職員研修
■

実施機関が適宜決定 5 未定 実施機関が適宜決定
ら

5 446

43 ⑳ステップアップ研修
Z凋刀司り｡月まぐの間~ご美馳確

函が譲音決壼
3 未定

望月〃副つ凸局塞ぐUソI蘭JE表地輝

函が蒲官決定

● ■

3 未定

44 懲フオローアップセミナー

①2月及び3月中で実施機関
が適宜決定

②実施機関の実情に応じて，
①に定める日に加え,実施機
関が適宜決定

９
●

約3 未定

①2月及び3月中で実施機関
が適宜決定
②実施機関の実情に応じて，
①に定める日に加え,実施機
関力穂宜決定

約3 未定

45 ③フレッシュセミナー 採用初日及び2日目 2 未定 採用初日及び2日目 2 未定

46 “高裁プﾛｯｸ研修 実施機関が適宜決定 実施機関が適宜決定

47 鋤自庁研修 実施機関力輔宜決定 実施機関が適宜決定

48 合同実務研究 2.9～3.3 7月 未定 元.9～2.3 7月 7

49 書記官実務研究 2.4～3.3 1年 2 3L4～2.3 1年 2

50

家庭裁判所調査官実務研究
(個人及び共同研究） 0 ●

同 上

(指定研究）

2.7～3．3

2.4～3,3

8月

1年

未定

6

元.7～2.3

31.4～2.3

8月

1年

2

6

人員欄は,研究の本数を記栽

51

家庭裁判所調査官関係機関特別
研究(家事及び少年関係機関に．
ついての研究）

同 上 ● ● ･

(心身の鐙別についての研究）
同 上

(更生保護についての研究）

2.7～3.3

3.2～3

2.5～7
ﾛ

8月

1月

2月

未定

3

3

元.7～2.3

22～3

元.5～7
■

8月

1月

2月

19

3

3

61 害記官養成蝶程第一部 第17期 2.4.6(月)～3.3.1(月） 1年 231
、

31.4.4体)～2.3.2(月） 1年 202 令和元年度欄は第16期生

62 番配官養成煤程第二部

第16期

(2年生）

第17期
(1年生）

31.4.4(木)～3.3.1(月）

2.4.6(月)～4.3.25(金）

2年

2年

68

78

30.4.5(木)～2.3.2(月）

31.4.4(木)～3.3.1(月）

2年

2年

59

68

令和元年度欄は第15期生

令和元年度欄は第16期生

63 家裁調査官養成腺程第16期
● 、

31.4.4(木)～3-3.1（月）
C O

2年 45 30.4.5(木)～2.3.2(月） 2年． 39 令和元年度欄は第15期生．

64 家裁調査官養成課程第17期 2.4.6(月)～4.3.25(金） 2年 48 31.4-4(木)～3.3.1(月） 2年 45 令和元年度欄は第16期生
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今舎鋼2年度裁判所職員(裁判官以外)研修 一
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会
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修 指 導 研 究
一r＝一一＝一一 一一

中間管理者研修Ⅱ

実警指導研究会(民事'刑蕊家事･少年) ｜
中間管理者研修 I

《
雪

単。■ﾛｰｰｰｰ■陣
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間
管
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家
殿
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査
官
索
携
研
究
会

趾

主任家裁調査 修官研
| l I I lr関

係
機
関
特
別
研
究

事一、 ．
新 任 中 間 替 理 好 研 修新 任 中 間 替 理 好 研 修

裁
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務
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シ
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テ
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支
払
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件
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）
導
入
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、
自
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家裁調査官 リ特月 研修
瞳画エー青璽－4■且

合
同
実
務
研
究

ｰ竜一一一一写一幸■I■ﾛ■I■ｰ‐q■1■q■q■ー~－W■一口“‐

速
記
官
中
央
研
修１１

家
事
特
別
研
究
会

実
務
研
究
会
（
民
・
刑
）

実
務
研
究
会
（
家
・
少
）

■苧全一~三一 ｰﾛ■＝－戸ローーーー時一三口一宇■■ぬ一一ご･･･｡●b一・・己■ロマーー■由卓一年

研
修

係
長
等
（
人
事
担
当
）

研
修

係
長
等
（
会
計
担
当
）

研
修

研
修
事
務
担
当
者

JIド 記 官

ブラッシュアップ

研 修

係
長

書
記
官
等
層

調
査
官

断 任 係 腿 研 修

一
事
義
官
等
層
一

再■つI■‐~‐○1■~且凸ご－毎句■■屯‐七画■＝＝－－－－－＝ 一一画ロ幸一一一一■■ー毎q■ローローマロ■ロ
再■●■1■d■1■■『■白色
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一
成
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１
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家殿鯛査向

聯務'1T法推

研修

操縄
一一

成銀程

修
験
一

研
試
一

CA

実務
ジャンプアップ研修

吟

ステップアップ研修

龍
‐q■q■pl■■■‐■,■ Ⅱ■1■■P q■‐＝‐●一一＝4■凸■ ‐■■ 4■‐1■1■ｰq■垂･■■q■■■■■画■■■－－ｺ－－－ ■再四一

－｡
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一
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、
、
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一

ツ
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ロ
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オ

職
一

フ

用
一
採
一

』
一

新
採
用
職
員

総 合 職

フ

(注）□は中央研修,Oは高裁委嘱研修,●は自序研修,画は研霊ロ は養成課程を表す(養成の配置については,階層や系統と関連したものでばない)。
※このほか各分野における課題への取組の進展状況,喫緊の課題の発生等に応じて,裁判所職員総合研修所長において,別途研修を実施することがある。

首席家裁調査官研究会 一_首席書記官研究会 濡画事務局長研究会
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
研
修

次席家裁調査官等研究会

恥
Ｉ
‐
家
裁
調
査
官
実
務
研
究
“
匙
一

係a‘

研
修

長
等
（
総
務
担
当
）

情
報
処
理
研
修

"家裁調査官応用研修


